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第１章 問題の所在と課題 

 

第 1節 小田原市の歴史的風致と近代和風建築 

小田原市では、平成 23 年（2011）5 月に「小田原市歴史的風致維持向上計画」（以下

「歴まち計画」という）を取りまとめ、同年 6 月 8 日に国の認定を受けた。この計画に

おいても、本市の維持及び向上すべき歴史的風致の中核は国指定史跡・小田原城跡とさ

れ、同史跡整備事業を軸に重点区域の諸施策・事業が推進されている【図1－1】。  

同時に、この「歴まち計画」の重点区域における施策・事業に、松永記念館・小田原

文学館・清閑亭に関する整備活用事業が掲出されているように、小田原の維持及び向上

すべき歴史的風致には近代（和風）建築が含まれている。 

 図1‐1 「小田原市歴史的風致維持向上計画」の重点区域における施策・事業概要 
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このうち写真 1－1の写真上は清閑

亭の外観、下は清閑亭の立地する史跡

小田原城跡・清閑亭土塁
ど る い

である。 

清閑亭は明治39年（1906）、当時の

黒田侯爵家（旧福岡藩主家）が小田原

に構えた別邸である。写真 1－1上は

その主屋であり、南面して海を望む高

台に築かれた数寄屋
す き や

風建物として、平

成17年 7月には国有形文化財に登録

された。 

清閑亭が立地する高台とは、写真1

－1下にあるように、中世・近世には

小田原城三の丸外郭を構成する土塁

であった。小田原城が廃城となった近

代、清閑亭土塁をはじめとする城跡は、

東京に居住する貴紳の別邸・別荘に転

用されていった。 

そのような近世までの遺構と近代

以降の歴史的建造物との重層性が、小

田原の歴史的風致を特徴づけている

のである1。 

「歴まち計画」においても、清閑亭

をはじめとする近代の歴史的建造物

のうち 20件が「歴史的風致形成建造

物」の指定候補に挙げられている（こ

のうち公有の4件は平成24年に指定

を受けた）。 

しかし、これらの近代の歴史的建造

物の多くは、写真1－2にあるように、

滅失の危機に曝されている。写真1－

2上の諸戸
も ろ と

邸は、諸戸林業株式会社の

創業者諸戸清六の次男精太が、市内国

府津に建築した別邸、同下の岡田邸は、

写真1－1 小田原城跡に立つ近代和風建築 清閑亭  

 

 
写真1－2 滅失の危機にある近代和風建築 

上：崩壊寸前の諸戸邸下屋庇．下：老朽化が進む岡田邸（旧松

本剛吉邸）の茶室 
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山縣有朋の側近の一人、松本剛吉が市内の現南町に建築した別邸である。 

こうした危機の原因としては、所有者の高齢化や後継者不足、維持管理費負担の重さ

などが指摘されている。もっとも、他にも原因があると考えられる。それが小田原在来

の建築や庭園といった建造物にかかわる職人の変質や減少である。 

 

第２節 近代和風建築の保全策としての職人育成 

写真1－3は平成 5年（1993）3月に策定された、小田原市「史跡小田原城跡本丸・二

の丸整備基本構想」にもとづいて整備された2つの小田原城関連施設である。 

写真上の銅 門
あかがねもん

は平成 9 年に、写真下の馬
うま

出
だし

門は平成 21 年にそれぞれ整備された。

このうち銅門整備は小田原在来の職人が手がけたが、馬出門整備ではその活躍が期待さ

れながら地域外の事業者に施工を委ねることになった。それは、伝統工法に通じた小田

原在来の職人がこの間に一挙に減少したことによる。同じ問題は、近代以降の和風建築

の維持・改修に当っても予想されるものである。 

現在、「歴史的風致形成建造物」及び同指定候補となっている物件 20 件のうち、民有

物件は16件を占めている。 

そうした民有建造物では、いわゆる「出入り」の職人の廃業等も適切な維持・改修を

 

 

写真1－3 整備された小田原城跡 

上：小田原の職人の手で復元された銅門．下：小田原の職

人の活躍が期待された馬出門の遠景 

図 1－2 銅門整備の棟梁の聞き書きを収めた小田

原市発行の広報誌『技人』第5号(平成23年 12月) 
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妨げる要因となっており、それもまた滅失の危機を深刻にしている原因の１つであるこ

とが予想されるのである。したがって、歴史的建造物、特に近代和風建築（以下「近代

和風」と呼ぶ）の適切な維持・改修を担える在来の職人の育成は、「近代和風」の有力な

保全策の１つだと考えられる。 

同時に、小田原在来の職人の営みそのものが小田原の維持向上すべき歴史的風致であ

ることも忘れてはならない。小田原市では平成21年から地場在来の職人技にかんする聞

き書きを収めた地域資源情報誌『技人（わざびと）』を刊行しており、その第5号では銅

門整備の際の大工棟梁・芹澤伸明氏に焦点を当てた【図1－2】。 

いわば、伝統工法にも通じた在来の職人の育成は、小田原の歴史的風致の維持向上に

対して、「近代和風」の適切な維持・改修を通じ間接的に寄与するばかりでなく、職人の

営みの持続可能性を確保するかたちで直接的に貢献するものだと考えられるのである。 

 

第３節 小田原における職人の現状 

では、小田原在来の職人はどのような現状に置かれているのであろうか。この点の解

明は本調査の課題の一つである。 

今回の調査から明らかになった端的な数字を示したのが図1－3である。この会員数推

移図は、小田原市域の 6 種の職人組合からのヒアリング調査と提供資料等にもとづいて

作成した。 
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図1－3 小田原市域の各種職人組合会員数の推移 
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たとえば小田原大工職組合は1990年代後半に組合員数がほぼ半減している。まさに先

にふれた平成９年（1997）竣工の銅門整備事業を最後にして、在来の職人が急減したこ

とがうかがえる。しかもそれはたんなる数の減少だけでなく、質的な変化もともなうも

のだった。 

1990年代後半以降、小田原市域でもプレカット工法の一般化やハウスメーカーの浸透

が進んだ。こうした伝統工法に対するニーズの相対的な減少は、大工が伝統工法を継承

する動機を失わせた。現実に小田原大工職組合で30年にわたり開設してきた神奈川県認

定職業訓練校も、2000年代に入ってからは休校状態が続いている。 

こうした傾向は大工以外の多くの職種でもほぼ共通しているものの、図1－3からうか

がえるように、職種による職人数減少のタイミングが異なる。建具
た て ぐ

や板金
ばんきん

、左官
さ か ん

は大工

よりも約10年早く職人数の減少が始まり、事態が深刻である。他方、畳や造園は大工よ

りもやや遅れて職人数が減少し、今後ますます危惧される。 

言い換えれば、建具・板金・左官といった職種の職人育成策を講じるには、今がギリ

ギリのタイミングであり、その際には、大工や造園、畳といったまだ体力があると思わ

れる職種の職人育成と一体的に行うことが求められると考えられるのである。 

 

第４節 取組むべき課題と期待する効果 

以上から、本調査では地域固有の歴史と伝統を反映した人びとの営みとその舞台とな

る建造物・市街地が一体化した歴史的風致の維持向上を図るために、地域在来の伝統工

法に通じた職人の育成方策を検討するものである。その際、職人の育成が歴史的建造物

の適切な維持・改修と職人の持続的な営みに着実に結実させるよう配慮する視点が不可

欠になってくる。 

この視点は、職人育成の先進事例では充分に取り入れられていない。たとえば本調査

の対象でもある「金沢職人大学校」の設置目的は「文化財等の修復を通じ、匠の技への

高い社会的評価と職人の地位向上、さらには伝統文化に対する一般の理解と関心を深め

ること」（同定款第3条）とされている。そこでは歴史的建造物の適切な維持・改修には

配慮されているものの、職人の営みを持続させる視点が充分には見られない。本調査が

課題として掲げるのは、まさにこの育成された職人が腕をふるう場を持続的に確保する

ための方策の検討に他ならない。本調査ではそれを「職人育成の出口戦略」と呼び検討

の中心に据えたい。 

この「出口戦略」を重視するうえで、本調査では小田原の歴史的風致を構成する歴史

的建造物のうち、特に「近代和風」に着眼する。 

安藤邦廣・筑波大学名誉教授によれば、数寄屋風建築物を中心とする近代和風の伝統
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工法は、現代に残る木造建築に広く応用可能であるという2。したがって、その工法に通

じた職人の育成は、社寺や城郭等の歴史的建造物よりも、職人の腕をふるう場を確保す

るという課題の解決に大きく寄与すると期待されるのである。 

 

註 

                                                   
1 平井太郎「邸園をめぐる社会学・序」『小田原市郷土文化館研究報告』49／2013 年 3 月 
2 2010年 10月 10日に清閑亭で開催された「邸園交流かふぇ＋木の建築フォラム」での発言。 
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第2章 これまでの取組みと本調査の位置 

 

前章で述べたように、本市の歴史的風致の維持向上に向けては「近代和風」の保全が

重要であり、そのために必要な課題の一つとして伝統工法に通じた職人の育成がある。 

職人の育成については、本市においても、これまでその必要性が論じられながらも具

体化していない。とはいえ、「近代和風」の保全に向けた取組みそのものは、これまでも

不充分ながら展開されてきた経緯があることも事実であった。 

以下、前章での課題を踏まえ、本調査における課題への対応のための取組みの視点に

ついて定めるに当たり、まずこの点について概観しておくこととする。端的に言って、

それは、「近代和風」を含む洋館や町家等の同時期の建築を包括的に扱う視点でなされて

きたと言ってよい。 

とはいえ、現状においては、いまだ「近代和風」を

はじめとするこれらの建築物を保全するための明確

な理念や具体的な計画等が存在するわけではなく、残

念ながらその確実な残存状況等の把握すらなされて

いないのが実態と言わなくてはならない。 

 

第１節 残存物件の掌握状況 

こうした状況の中で、平成5年（1993）刊行の『ふ

るさと小田原の建築 100 景』１、同 12 年刊行の『神

奈川の近代和風建築―神奈川近代和風建築調査報告

書』２は、それぞれの時期の本市における近代建築の

実態等を窺わせる成果として注目される。 

 『ふるさと小田原の建築100景』【写真2－1】は、近

代和風を含む市内の歴史的建造物の中から「民家・店

舗・公共施設などで、皆様に親しまれている建築物、

歴史的・文化的価値の高い建築物、地域の特性を醸し

だしている建築物を中心」に100件の建物を「選出」

し（神社仏閣については除外）、図版とともに所在地、

建築年代、特色などを記載している。 

また、『神奈川県の近代和風建築―神奈川県近代和

風建築調査報告書』【写真2－2】は、神奈川県内に現存

する近代和風の「リスト」の作成と「その中の主だっ

たものを実測調査し、図面と写真で記録すること」を

目的として、同教育委員会が行った調査の報告書であ

 

 

写真2－1 『ふるさと小田原の建築

百景 

写真2－2 『神奈川県の近代和風建

築』 
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る。市内に関しては「リスト」に 252 の物件が掲げられており、旧大倉喜八郎別邸（共

寿亭）、旧田中光顕邸（現白秋童謡館）、旧黒田長成邸（清閑亭）、内野家住宅（昨年度の

調査対象物件）の4件について実測調査の成果が掲載されている。 

 前者については、掲載物件が 100 件に絞り込まれていることからも明らかなとおり、

本来的に物件の悉皆
しっかい

把握を目指したものではない。 

この点、悉皆調査の成果を踏まえてなされた後者における「リスト」化作業等は評価

されよう。とはいえ、調査担当者が主要な道路から町並みを目視で観察し調査対象と認

め得る物件について調書を作成するという形で行われたという、その実施方法には問題

があると言わなくてはならない。こうした目視では把握し得なかった未把握の物件も相

当数に上ることが想定され、実際の調査対象物件は「リスト」掲載の 252 件を上回るも

のであったと見なくてはならないからである。 

 またこれらは、一定の実態把握を踏まえた、何らかの具体的な保全策の実施の前提と

して企画されたものではなかったことも見逃せない。それ故この成果は、以後、後述す

る一定の保全策の展開において、適宜いわば参考資料の一つとして活用されるにとどま

る形となってしまった。 

すなわち、ともに一定の成果を挙げつつも、これを活用する視点を有し得なかったこ

とは非常に惜しまれるところであり、調査実施からかなりの年月が経過した現在では、

すでに解体・除却された物件も少なくないことが想定される。客観的に見て、これら成

果の目的は、滅失を前提とした「記録保存」にあったとも言えなくはない。今後は「実

物保存」に向け、改めて実態把握を進める必要がある。 

 

第２節 公有化 

 「近代和風」の保全のため、これまでに本市が取組んできた成果としては、まず公有

化が挙げられる。 

具体的には、昭和 54 年（1979）に松永記念館（和洋折衷風の本館・収蔵庫３）、平成

11～12 年（1999～2000）にかけてこれ

に隣接する老欅
ろうきょ

荘
そう

、平成 9～11 年及び

同25年に旧田中光顕邸（現小田原文学

館：数寄屋1件・スペイン風洋館1件）、

同20年に旧黒田長成邸（清閑亭）の公

有化が図られた。 

松永記念館は、現在の電力供給体制

の基礎を築き「電力王」等と呼ばれた

実業家で、稀代の茶人・古美術品コレ

クターとしても知られる耳庵松永安左
 

写真2－3 松永記念館本館 
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ヱ門（1875－1971）が自身の収集した

美術品を収蔵・展観するために建設し

た美術館、老欅荘は耳庵の自邸兼茶室

であり、現在は一体として美術館・資

料館、茶会用の貸館等として活用が図

られている。 

宮内大臣や警視総監等の要職を歴任

した田中光顕（1843～1939）の旧別邸2

棟は、小田原文学館として整備された。

前記『神奈川県の近代和風建築―神奈

川県近代和風建築調査報告書』に実測

調査結果が掲載されているのは、このうち「白秋童謡館」として整備された数寄屋建築

の方である。 

旧福岡藩主家の後裔黒田長成（1867～1939）の別邸清閑亭に関しては、現在ＮＰＯ法

人への業務委託により「小田原邸園交流館」としての活用が進められている。 

このうち、松永記念館は寄贈であるが、老欅荘以下は、土地・建物とも購入となって

おり、その財政負担は巨額に及んでいる。公有化の最大の問題は、この財政負担の重さ

であり、それ故に歴史的建造物の保全策としては極めて限定的とならざるを得ない４。 

 

第３節 民有物件の保全・活用 

 公有化とは別に、本市では民有物件を民有のまま保全し活用する取組みや、これに向

けた新たな方策に関する取組みも進めてきた。 

1 「小田原ゆかりの優れた建造物」への指定 

 歴史的に重要な建造物の保全策として文化財指定がある。これは公有・民有に関わら

ず、その維持・保全等に対し一定の補助を加える仕組みであり、近代和風に限らず建造

物を含むあらゆる文化財に関する保全対策として普遍的なものと言えよう。 

 前章でも見たように、本市には、明治から大正期にかけて、多くの政治家・実業家等

が別邸を構えており、現在まで遺構の残存する事例も少なくない。この「小田原ゆかり

の優れた建造物」は、そうした著名人に関連する民有の建造物の維持・保全を目的とし

て平成6年に創案された補助制度である５。 

 ここに言う「小田原ゆかり」とは、近代小田原の特色の一つである別邸群の存在を念

頭に、著名な政財界人や文化人等との関連を意味しており、本市ならではの民有物件の

支援制度として注目されよう。 

 しかしながら、現在この指定を受けているのはわずかに4件に過ぎない６。その要因は、

本制度の成立後に、国の登録有形文化財制度が設けられたことにもよるが、指定すべき

 

写真2－4 小田原ゆかりの優れた建造物―共寿亭 
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物件の基礎的な調査等の面において、充分

な検討が進められなかったことも大きく影

響しているものと考えられる。今後、この

面での研究を進め、一層の活用を図るべき

であろう。 

2 「街かど博物館」への指定 

 次に挙げるのは「街かど博物館」への指

定による保全・活用である。 

これは、地場産業関係を中心に商業施設

として現用されている民有物件を「街かど

博物館」に指定し、所有者による商業活動

等の「なりわい」について広く市民・観光

客等に紹介する施設として公開しているも

のである７。 

 加盟する民間所有者で構成される「館長

会議」において相互連携などを図りながら

運営を進めるという事業推進体制は、所有

者の自立性を踏まえた民有物件の保全策と

して高く評価されよう。 

ただ、ここにおける民有物件の活用方法の面で、対象が、いきおい店舗や工場等を含

む町家に限定されざるを得ない面のある点で、「近代和風」等の保全策としては、やはり

限界があると言わざるを得ない。 

3 行政の賃借を前提とした地域住民による民有物件の保全策等の検討 

 平成 24 年度における「歴史的風致維持向上推進等調査」（本市受託分。以下「昨年度

調査」という）も、民有物件の民有のままの保全という視点に立って実施したものであ

る。 

具体的には、「街かど博物館」への指定等の既存策の適用にそぐわず、保全・活用の目

途のついていない「歴史的風致形成建造物指定候補」を対象物件として選定し、行政が

これを賃借して一定の公有性を付与した上で、地域住民組織による保全等のための活動

を展開、その有効性や課題等について検証を加えた。 

ここでは民有物件の活用を前提とした行政による賃借のあり方、自主事業の展開や民

間資金の導入による収益性とボランティアの活用や「職人学校構想」との連携による経

費節減効果に関し検証している。 

詳細は報告書８のとおりであるが、収益性に関しては、施設の有料公開による入館料の

徴収と入館料増収のための資料展示や講演会の実施等において、経費節減効果に関して

 

 

 

写真2－5 街かど博物館―丸う田代 

 

写真 2－6 平成 24 年度調査において対象物件とし

た内野邸 
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はボランティアの活用において、それぞれ一定の有効性を検証し得たものと考えている。 

これを踏まえ、本年度においては、行政による賃借が撤収した後も調査に際して編成

された地域住民組織（＝板橋まちなみファクトリー）とボランティアによる継続的な保

全・活用等が進められた。さらに平成26年度においては、こうした地域住民らの活動を

支援するため、これと市が実行委員会を結成し、賃借料に相当する分の経費を市が負担

金として支出する形で住民組織による活用等の推進を図る計画である。 

ただ、経費節減方策の一つとして検討した「小田原職人学校」構想との連携―対象物

件の教材としての提供による実質的な改修の推進と改修費用の削減―については、同構

想自体が、その必要性について議論が進められている段階で、いまだ具体化していない

状況にあったため、対象とした民有物件の教材としての適性の検証等を含め、実現の可

能性等を指摘するにとどまっており、その後においても進展を見ていない。 

 

第 4節 本調査の位置 

以上述べた点から、第 1 章で述べた「近代和風」の価値と現状、その保全を担うべき

伝統工法に通じた職人のおかれている実情とこれを踏まえた課題への取組みについて、

本調査は、直接的には、前節で概観した従来における「近代和風」等の保全のための取

組み、取り分け、「昨年度調査」において残された課題への対応として位置づけ得るもの

である。 

このような課題設定の前提としては、これまで充分具体化していなかった「小田原職

人学校」構想に関し、「昨年度調査」を機として、俄かにその実現に向けた議論が活発化

したことがある。民間主導で進められてきた近代和風の保全に向けた取り組みが、「歴史

的風致維持向上推進等調査」という国の施策の活用を進める行政の梃入れを媒介とする

形で活性化したとも言えよう。 

したがって、本調査における取組みは、この「小田原職人学校」構想に関する議論を

前提として、これを直接的に継承する

形で実施することとなる。第1章で述

べた「職人育成の出口戦略」もまた「小

田原職人学校」構想の検討の中で培わ

れてきた最も重要な視点の一つであ

るが、他にも、本調査の実施に当たり、

参照すべき点が少なくない。これを列

記すれば、おおよそ次のとおりとなる。 

ａ専門家の指摘によると、小田原は、

前記のような公有物件を筆頭に、全

国にも「近代和風」の残存状況が良

 
写真 2－7 内野邸における「小田原職人学校」の議論風景

（平成24年度） 
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好な地域であり、「小田原職人学校」は、その保全を目的として設定するものとする。 

ｂ構想の具体化に向けては、「金沢職人大学校」や「信州職人学校」などの先進事例の視

察調査等を踏まえ、最適な研修実施方法を探究するためのワークショップ形式を繰り

返して行う必要がある。 

ｃ「小田原職人学校」の設置には、行政・建物所有者・職人・建築及び設計の専門家等

の幅広い関係者の合意形成が必要である。 

ｄ昨年度調査の視点として、実際の歴史的建造物を教材として活用し改修を進める方策

を検討する必要がある。 

本調査においては、以上の点を念頭に置いて具体的な調査計画を立案し実施すること

とする。 

 

註 

                                                   
１「ふるさと小田原の建築100景」実行委員会編／平成5年3月／小田原市建築指導課。実行委員会

の構成は、社団法人神奈川県建築士会小田原地方部、神奈川県建築士事務所協会小田原支部、小田

原市建築協同組合、小田原市都市部の関係者となっている。 
２ 神奈川県教育委員会編／平成12年 3月／同教育委員会。調査は吉田鋼市（横浜国立大学教授）、

鈴木亘（文化学院講師）、羽生修二（東海大学教授）、藤谷陽悦（日本大学助教授）を中心に行われ、

小田原市については鈴木が担当している。 
３ 公有化後の昭和61年、敷地内に茶室1棟（葉雨庵）が移築されている。 
４ この公有化の問題点については、前年度の「歴史的風致維持向上推進等調査」（本市受託分）報告

書においても指摘しておいた（『地域による歴史的建造物の管理・運営手法に関する検討調査』報

告書第1章第2節／平成24年 3月／国土交通省都市局）。 
５ 「小田原ゆかりの優れた建造物保存要綱」、「小田原ゆかりの優れた建造物に係る補助金交付要綱」

（平成6年） 
６ 靜山荘（旧望月軍四郎邸）・共寿亭（旧大倉喜八郎邸）・岩瀬邸・諸戸邸の４件である。 
７ 現在、「小田原駅周辺エリア」・「旧東海道エリア」・「板橋・早川エリア」の3区域において計18件

が指定されている。 
８ 註4前掲。 
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第3章 調査実施の方法・検討体制等 

 

本章では、これまでに述べた課題への対応に向けた調査の実施について、その具体的

な方法、及び推進・検討体制等について述べる。 

 

第1節 対象物件 

 調査の実施に際し、まず対象とする物件を定めることとした。 

本調査は、効果的な職人育成研修の実施方策について検討しようとするものであるが、

その際、研修を兼ねる形で実際に歴史的建造物の改修を進めることを目指している。し

たがって、ここでいうところの「対象物件」とは、この教材とする物件として何を設定

するのか、ということである。 

これについては、第 1 章で見たように、基本的に「近代和風」を念頭においているこ

とは言うまでもないところである。とはいえ、限られた期間内において、調査を集約的

 

図3－1 小田原における別邸の分布 
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かつ効率的に進めるためには、幅広く多様な「近代和風」の全体を扱うのではなく、あ

らかじめ調査対象を、より限定しておくのが妥当と判断されよう。 

そこで、ここでは、「近代和風」のうち、近代数寄屋
す き や

とこれに類する数奇屋風の建築を

含む建物を「数寄屋等建築物」として一括し、本調査における調査対象として設定する

こととした。 

 その理由は、次のとおりである。 

ａ近代小田原における和風建築、取り分け、小田原において特徴的な政財界人や文化人

らの別邸建築の多くが数寄屋建築であり、その保全は、歴史的風致の維持向上への貢

献度が高い。 

ｂ本市に残存する数寄屋建築の中には、老欅
ろうきょ

荘
そう

や清閑亭等のように公有化された物件も

あるが、その多くは現在まで個人住宅となっている。概して広大な庭園を付属させる

その建物は、庭木や塀等によって外部からは目に付きにくいものが多く、それ故に市

民等による認知度も極めて低いのが実情であって、結果として「歴史的風致形成建造

物」乃至は同指定候補への指定例も極めて少ない１。さらに、広大な庭園を含むその維

持管理にかかる費用負担には極めて大きいものがあり、今日では、その滅失が急速に

進んでいる状況にあること等から、今回、調査対象とすることにより、認知度の向上

やその重要性への認識の高揚といった効果が期待できる。 

ｃ数寄屋の建築技術は、一定度の普遍性を有して  

おり、それゆえに研修実施に対する需要も大き  

いことが想定される。したがって、これを対象 

とすることにより、より広範な関係者との接点 

を見出すことが可能と判断される。 

 以上である。 

 

第2節 調査方法 

 次に、具体的な調査の実施方法について述べる。 

本調査において、具体的に実施すべき項目とし

て基幹となるものは、効果的な研修実施企画の立

案とその実践、これを踏まえた総括的な討議によ

る調査成果の取りまとめである。 

このうち、前者については、当初から、より効

果的な研修の形態・方式を探るためワークショッ

プ形式による模擬的な研修（以下「ワークショッ

プ」という）の連続開催、後者については、行政・

職人・所有者・建築関係者等の関係者による車座

 

 

 

 

STEP1:建物調査 

教材とする建物の確保 

修理箇所・方法等の把握 

STEP3:ワークショップの開催調査

物件を教材とした 

模擬研修 

STEP2:技術伝承地等調査 

研修技法の調査検討 

講師派遣の可否の確認等 

STEP4:車座集会の開催 

   調査物件を会場とした 

関係者による成果の共有・総括 

図3－2 調査の諸段階 
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形式（以下「車座集会」という）による実施を計画していたところであり、基本的にこ

の方式を採用することとした。 

ところでこの場合、「ワークショップ」については、再三述べたとおり調査対象である

「数寄屋等建築物」を教材として、その実質的な修繕を進める目的も有しているのであ

るから、まず教材となり得る物件を確保しておく必要がある。さらに、その物件を教材

とするからには、事前にその構造上の特色や建築年代、改築の有無、使用されている用

材、修理が必要な部分、修理方針等が把握されていなくてはならない。そのためには、

教材とする物件に関する一定の調査が必要となる。 

また、研修とはいえ貴重な建造物の修繕は、言うまでもなく適正な方法でなされなく

てはならない。そのためには、これを指導する適任の講師が必要となる。この講師につ

いては、教材とする建物に用いられている技術や部材等との関連で地元において適任が

存在しない場合、数寄屋建築技術が伝承される他地域から招聘する必要がある。さらに、

「ワークショップ」における有効なカリキュラム編成等の検証に向けては、伝統技術の

継承が着実に進められている先進事例の取り組み等も参照されなくてはならない。 

そこで、「ワークショップ」の実施に先立ち、主に教材としての物件確保を目的とした

市内所在の「数寄屋等建築物」に関する建物調査（以下「建物調査」という）、及びその

成果を踏まえ、講師の選定や研修カリキュラムの編成に向けた調査として数寄屋技術伝

承地や職人育成研修の先進事例地等の視察調査（以下「技術伝承地等調査」という）を

実施することとする。 

 以上、本調査は、「建物調査」→「技術伝承地等調査」→「ワークショップ」の開催→

「車座集会」の開催、と４段階のステップを踏む形で進めてゆくこととする。 

 なお、このような調査を効果的に推進してゆくためには、歴史的建造物に関わる建築

技術や意匠、伝統工法の伝承状況、現状における職人の実態といった諸方面にわたり、

専門家の指導を得るとともに職人関係者・団体等からの情報収集を進める必要がある。

これについては上記 4 つのすべての段階において、必要に応じ実施することとする（以

下「ヒアリング調査」という）。 

 

第３節 検討体制 

 最後に、本調査を進める上での検討体制について述べる。 

１ 推進所管 

本調査は、平成25年度の「歴史的風致維持向上推進等調査」の一環として、本市が国

土交通省都市局から受託したものであり、調査を推進する主体となるのは、言うまでも

なく本市である。 

その際、これを進める推進所管については、職人育成研修のあり方に関する検討とい

うテーマ設定からすると、建設部建築課や経済部産業政策課、歴史的建造物の保全の観
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点からは文化部文化財課、歴まち計画の推

進の視点からは都市部都市計画課等が想定

されるが、今回は、前記のような「昨年度

調査」からの連続性等を重視して、昨年度

の場合と同様に文化部生涯学習課を推進所

管とすることとした。 

 むろん、実際の調査に当たっては、前記

のような関連所管との連携は必須となるこ

とものと考えられる。 

よってこれらに所属する職員等を構成員

とする「歴史的風致維持向上推進等調査推

進会議」（以下「庁内会議」という）を編成

し、本調査の実施に関わる情報等を共有す

るとともに、将来的に実施が見込まれる職

人育成研修や研修の修了者に対する行政の

支援策等ついて検討を加えることとする。 

２ 「職人育成研修企画等コーディネータ」 

 本調査において設定したテーマに関しては、従来から庁内的に検討が進められた経緯

はなく、すでに見たように、むしろ民間において「小田原職人学校」の設置に向けた議

論が展開されてきた。 

 そこで、本調査の実施に際しては、この「小田原職人学校」構想にかかわる議論に関

わってきた民間の関係者５名に「職人育成研修企画等コーディネータ」（以下「コーディ

ネータ」という）を依頼し、従来における民間での検討の成果を本調査に活用すること

とした２。 

 当該「コーディネータ」は、基本的に月１回程度開催する定例会に参加するほか、「ワ

ークショップ」の開催等前記のような各種調査にかかる作業に当たるとともに、本調査

の委託契約に定められた国土交通省への進捗報告、成果報告会等に出席し、成果報告書

の作成にも従事するものとした。 

３ 「小田原市数寄屋等建築物調査団」 

 「建物調査」に関しては、行政内部に木造建築に精通した技術職員等が配置されてお

らず、本市がこれを独自に実施することは、現状において不可能な状況にある。 

そこで、「建物調査」を実施する組織として、歴史的建造物に詳しい大学教授、一級建

築士のほか、ヘリテージマネージャー３等の専門家を構成員とする「小田原市数寄屋等建

築物調査団」（以下「調査団」という）を組織し、これに再委託する方式で実施すること

とした４。 

 

コーディネータ会議 

■
大
工
棟
梁 

■
左
官
職
人 

■
建
築
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■
ヘ
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ネ
ー
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■
学
識
経
験
者 

小
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原
市 

生
涯
学
習
課 

小田原市数寄屋等建築物調査団 

羽生修二東海大教授 

■ヘリテージマネージャー 
■建築士  ほか 

図3－3 本調査の検討体制 
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なお、「調査団」は、「建物調査」の実施のほか、調査物件の選定等についても、本市

に助言等を行うものとした。また、委託期間終了後も、成果報告会の準備や成果報告首

の作成等の面で、適宜本調査の推進に協力するものとした。 

 

註 

                                                   
１ 本市において「歴史的風致形成建造物」または同指定候補に指定されている「数寄屋等建築物」は、

前記20の指定物件のうち、公有の松永記念館内の老欅荘と葉雨庵（松永記念館として一括指定）、

小田原文学館別館白秋童謡館、清閑亭、民有の共寿亭、だるま料理店の計5件となっている。公有

の3件は、公有化により一般への公開が実現したため一般に周知される結果となった。また民有の

共寿亭は割烹旅館（現在は閉鎖）、だるま料理店は食堂として現用されていることから一般によく

知られている。 
２ 構成員は資料１のとおり。 
３ 歴史的建造物の保存活用に関する提言や、その創造的活用を核とした地域づくりを進める専門家。 
４ 構成員は資料１のとおり。 
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第４章 調査結果  

 

 本章では、前章で述べた調査方法等を踏まえて実施した本調査の結果について、その

概要をまとめることとする。 

 

第1節 職人育成研修の実践に向けた地域内の数寄屋等建築調査 

前章で述べた「建物調査」であり、東海大学・羽生修二教授を代表とする「調査団」

への再委託により実施した。 

 上記再委託の契約期限＝成果報告書の提出期限については、最終的な調査データの整

備・調整等に要する期間等を勘案して 11 月 30 日に設定した。ただ、この「建物調査」

は後続して実施される「ワークショップ」における調査物件の研修教材としての活用を

前提としたものであることから、最終的な報告書の提出以前に物件ごとの概報版を逐次

提出することを求め、「ワークショップ」等においては、この概報版等を活用して実施す

ることとし、最終成果報告書の内容については、第 4 節でふれる「車座集会」の場にお

いて関係者間で共有することとした。 

1 調査物件の選定 

 「建物調査」の実施件数については、以後に予定された本調査の日程や調査に要する

であろう日数等を勘案するとともに、すでに一定の調査が実施された物件についても今

回調査対象とすることを想定して4件以上6件以下と幅をもたせて設定した。 

具体的な調査対象物件は、委託者である本市が選定することとしたが、「調査団」の助

言等も得て、まず対象物件（総体は未把握）の中から、本市において特徴的な存在と言

える明治から昭和初期にかけての政財界人の別邸で残存すると見られるもののうち、い

まだ詳細調査が実施されていない22件の候補物件を選定した１。 

この候補物件には、前章でふれた「小田原ゆかりのすぐれた建造物」や「歴史的風致

形成建造物」（指定候補を含む）等に指定され、その存在がすでに広く知られていながら、

いまだ詳細が未調査の物件も掲出することとした。また、予定された「ワークショップ」

の教材を着実に確保するため、同様に未調査であったり、後述するように今回調査の仕

様に含まれる使用材の特定や要修理箇所の把握等がなされていない公有物件についても

加えている。 

最終的には、本市と「調査団」代表とで連絡を密にしながら所有者との調整等を進め、

以下の6物件を調査対象として選定した（調査実施順）。 

ａ旧田中光顕邸：公有・現「白秋童謡館」／登録有形文化財／南町所在 

ｂ佐藤邸：民有／本町所在 

ｃ旧松本剛吉・鈴木茂兵衛別邸：民有・現岡田邸主屋／南町所在 

ｄ岡田邸茶室：同上 
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ｅ旧諸戸
も ろ と

精太別邸：民有／小田原ゆかりのすぐれた建

造物／国府津所在 

ｆ旧黒田長成別邸（清閑亭）：公有／登録有形文化財／

南町所在 

2 調査内容 

 これについての詳細は、「調査団」との再委託契約の

締結に当たり、仕様書２において概ね次のとおり定めた。 

ａ要修理箇所の確認 

ｂ建築年代、改築・増築の有無とその時期等の推定、

由緒及び所有者の変遷状況の把握 

ｃ施工上の特色の把握、施工者（集団）等の推定 

ｄ用材・産地等の推定 

ｅ平面図の作成（ＣＡＤシステムによる） 

なお、「建物調査」の内容に関して問題となったのは、

すでに見たように、この調査がワークショップにおけ

る教材として調査物件を利用することを前提としてお

り、調査はあくまでそのために、しかも予定されたス

ケジュールに合わせ可能な限り迅速に実施する必要が

あったことから、通常の古建築の詳細調査とはその視

点と手法をやや異にするところがあった点である。こ

のような調査のあり方は、古建築の専門家等で構成さ

れる「調査団」にとっても従来経験したことのないも

のであったようである。 

 すなわち、本市（委託者側）としては、この「建物

調査」の成果が通常の歴史的建造物の調査の場合とは

異なる内容となることを想定していたが、「調査団」（受

託者側）としては、高度で専門的な学術調査とこれを

踏まえた通常的な報告書の作成が予期されていたため、

調査着手の時点で、双方の意図に若干の齟齬の存在す

る事実が露呈する結果となったのである。 

これに関しては、一般的な歴史的建造物の詳細調査

で作成される平面図や展開図の省略等、協議の結果一

応の決着を見たが、今後、同様な取組みを行うに際し

ては留意されるべき点の一つであろう。 

 

 

 

 

 

 

写真4－1 調査物件 

上から、旧田中光顕邸、佐藤邸、岡田邸

主屋・同茶室、諸戸邸、清閑亭 
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3 調査結果 

 「建物調査」は、8月9日・10日・

11日・17日・18日・19日の6日間

で実施され、前記の概報版３は 8 月

23 日、最終成果報告書は期限どお

り11月 30日に提出された。 

調査結果の詳細は「職人学校設置

に伴う数寄屋等建築物調査報告書」
４のとおりであるが、以下その概要

等について記す。 

(1)用材及び産地等 

調査物件に用いられている用材に関しては、ほぼ特定できたものの、その産地につい

ては、北山杉・屋久杉等の銘木を除き特定し得なかった。 

用材産地の特定は、ワークショップにおける使用材の調達を見据えた調査項目である

が、これについては後述する「技術伝承地等調査」において、銘木等の判明するものに

ついては同等品の調達が望ましいが、その他に関しては、地域の気候に適合した地元の

用材を活用する方が合理的であるとの助言を受けた。 

(2)施工者（集団） 

これに関しては、すべての調査物件において棟
むな

札
ふだ

が確認されず、佐藤邸が地元大工に

より施工された（所有者からの聞取りによる）以外には特定し得なかった。 

とはいえ、諸戸邸に関しては、施主である諸戸精太（1884―1931）が伊勢桑名（三重

県桑名市）の出身であったこともあって名古屋大工の施工になるとの伝承があり、これ

については、中京間の採用等の面でほぼ確実と判断された。 

なお、名古屋大工に関しては、関連文献により、大正12年(1923)9月の関東大地震で

被災した岡田邸の解体等に同地の大工 内藤十郎が従事したことが明らかとなった５。現

在の岡田邸は震災後この解体作業ののちに建築されたと考えられるが、その施工者に関

しては明記がなく、現状では明らかにし得ない。ただ諸戸邸とともに小田原の「数寄屋

等建築」に名古屋大工が関与したことは間違いのないところであり、彼らが震災後の小

田原において復興に寄与した可能性も想定される。そこで本調査では、次節で説明する

技術伝承地等調査の一環として三重県桑名市の視察を実施することとした。 

(3)要修理箇所の把握 

これについては、それぞれの物件で確認されたが、外壁の剥落・土台の腐朽等、概し

て外回りの劣化に目立つところがあった。 

なお、これに関する成果については、技法上の特色の把握とともに、「ワークショップ」

において、職人講師・受講生の直接的な教材となることが想定されることから、「調査団」

 

写真 4－2 諸戸邸で見られた「中京間」 
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と協議の上、平面図と写真とを組み合わせ、視覚的に場所等を特定しやすい方法で整理

することとした。 

(4)教材としての使用の可否等 

次節で記す「ワークショップ」における研修教材としての活用の可否に関しては、全

6 件について所有者等（公有物件にあっては管理担当所管）から了解を得たが、公有の

旧田中光顕邸については、「一般公開業務に支障をきたさないよう注意すること」、清閑

亭については「活用団体（小田原まちづくり応援団）と調整すること」、民有の諸戸邸に

ついては「調査成果等を提供すること」が条件として示された。 

このうち清閑亭は「ワークショップ」・「車座集会」各 1 回、諸戸邸は「ワークショッ

プ」1 回の会場として、実際に提示のあった条件を遵守する形で活用した。また「ワー

クショップ」では岡田邸、「車座集会」では同邸及び佐藤邸も会場として使用した。 

(5)その他の成果―所有者との関わり 

 「建物調査」においては、以上に記載した点のほか、本調査の成果の取りまとめに向

けてポイントとなる成果があった。 

 まず、調査物件のうち一件の所有者から、外周する板塀の修理を職人に発注したとこ

ろ「元どおりにはできない」と言われ、結果的に希望通りの修繕ができなかった、との

体験が語られた点である。これに関し別の職人に確認したところ「困難な技術ではない」

 

 

図4－1 佐藤邸における要修理箇所（成果報告書より） 

 



 - 25 - 

とのことであり、所有者と必要な改修技術

を有する職人との接点の希薄さが不適切な

修繕を助長する面のあることが明確化した。

「数寄屋等建築物」を含む貴重な歴史的建

造物の適正な改修を進めるには、職人と所

有者との交流を拡大させる必要があること

が痛感される。 

 いま一つは、やはり調査物件のうちの一

件の所有者から、調査実施以前の段階にお

いて、近々に解体・除却する予定であると

の旨を伝えられていたが、調査実施により

数寄屋建築としての価値が確認された結果、所有者から今しばらく維持するとの意向が

示されたことである。 

これは建物の調査自体が貴重な歴史的建造物の維持保全につながることを実証するも

のであるとともに、所有者を含め一般の「数寄屋等建築物」の重要性や価値に関する認

識がいまだ低調であることを窺わせている。当該物件の所有者からは職人育成研修によ

る実質的な修繕の進展にも期待が示されており、このような方式による研修の実施も、

その保全に大きく寄与することが想定された。 

 

第2節 職人育成研修の実践に向けた修理技術伝承地域の調査 

 前節で述べた「技術伝承地等調査」に当たる。この調査では、「建物調査」によって明

らかにされた施工者（集団）の所在地など数寄屋建築技術の伝承地等を訪問して、技術

継承や課題解決策等を把握するとともに、技術移入のための講師派遣の可能性・派遣条

件等について検証した。 

１ 調査地の選定 

 実施にあたり、まず調査対象とする地域等を選定した。 

これに関しては、前節でふれた名古屋大工との関連で、三重県桑名市をその候補地の

一つとすることとしたが、本調査において、本市にゆかりのある職人・技術の本源地
ほんげんち

と

しては、この一箇所を上げ得るのみであった。 

ただ、普遍性が高い数寄屋建築技術に関して言えば、実際に多くの数寄屋が残存する

京都市、職人育成研修の先進地である石川県金沢市や長野県等において技術伝承が図ら

れていることが知られることから、これら地域を視察先として選定することとした。 

２ 調査内容 

三重県桑名市に関しては、国府津諸戸邸の施主である諸戸精太の本拠地であり、同地

にはその父である諸戸清六等が建てた邸宅が3棟残存していることから６、これら桑名の

 

写真 4－3 所有者の意図にそぐわない不適正な改修

が行われた佐藤邸の板塀（左手） 
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諸戸邸と国府津の諸戸邸の建築としての共通性

等について把握するとともに、可能ならば国府津

諸戸邸の建築主の関係者を特定し、本市研修に講

師として招聘することを目指すこととした。 

また京都市・金沢市・長野県については、数寄

屋建築技術の伝承に取り組んでいる「京町家作事

組」・「金沢職人大学校」・「信州職人学校」に対し、

組織運営や研修カリキュラムの内容、講師派遣の

可否等についてのヒアリング等を実施した７。 

３ 調査結果 

(1)技術継承の状況等 

 桑名市の調査では、ヒアリング等により、明治

21年(1888)の太一
た い ち

丸
まる

諸戸邸（国指定重要文化財）

の建築に当たり副棟梁を務め、ジョサイア・コン

ドルが設計した大正2年(1914)の鷹場諸戸邸（現

「六華苑」）の建築に際しては棟梁を務めた大工 

伊藤末次郎が、国府津諸戸邸の建築に当たった可能性が浮上した。 

しかし、最終的に、これに関しては、意匠面での特色等の相違から断定することがで

きず、前節にふれたように、関連文献から関東大地震で倒壊した現岡田邸の前身の建物

の解体に当たったことが知られる名古屋大工 内藤十郎についても、その消息を把握す

ることはできなかった。また、同地における技術継承のための取組みについても、これ

を確認することができなかった。 

なお、国府津諸戸邸を会場として実施した後述の第 3 回「ワークショップ」に際し、

桑名太一丸諸戸邸の解体修理工事に当たっている文化財建造物保存技術協会の協関係者

の参加を得、その際国府津諸戸邸を実見した上での所感を求めたところ、意匠面での網代
あ じ ろ

の多用や雁行
がんこう

型の間取り等において、昭和初年の諸戸徳成邸との親近性が指摘された。

いずれにせよ、国府津諸戸邸が桑名方面の大工によって施工されたことは間違いないも

ののようであり、今後の精査を期したい。 

京都市・金沢市・長野県においては、本市の「数寄屋等建築物」との関連性は明確で

ないが８、数寄屋建築に関する技術が伝承され、それぞれ独自の研修の実施や研修組織の

編成等により技術継承を行っている事実が把握された。 

(2)職人育成研修の実施状況 

京都市では、京町家の保全・活用等を進める民間組織「京町家作事組」が「棟梁塾」

という数寄屋建築技術の習得を含む棟梁の育成研修を実施しており、金沢市では市公設

の「金沢職人大学校」、長野県では長野県建設労働組合連合会で設置・運営する「信州職

写真4－4 太一丸諸戸邸座敷の棟札 
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人学校」において数寄屋等の伝統技術継

承のための研修が実施されている。これ

らの地域では数寄屋建築技術に精通した

講師の存在も確認された。 

ａ京都市―「京町家作事組・棟梁塾」 

 京町家の継承と再生を目的とする民間

組織「京町家作事組」の活動を支え、ま

た50,000棟近くが残存するという京町家

の改修・整備を仕事としてこなしてゆく

棟梁の育成を目的としている。 

受講期間は 1 年半（開塾当初は 2 年）

で、受講料は入塾料を含め 194,000 円と

なっている。定員は10名。受講生は幅広

い職種から設計関係者も含めて募集して

いる。すでに充分な技術を習得している

職人や設計士等を対象としているので実

技のカリキュラムはなく、特定のキャン

パスも持たない。 

ｂ石川県金沢市―「金沢職人大学校」 

 現存する 6,000 棟の金沢町家の保全を

進めるための金沢市の施策を前提に、こ

れに必要な伝統工法の継承を担う組織と

して公設された。 

運営は指定管理者制度によって公益法

人に担われており、大工・左官・畳・石

工・建具・瓦・造園・経師・板金の 9 種

の職種について伝統工法継承のための研

修が実施されている。 

 「本科」と「修復専攻科」があり、受講

期間は各3年でとなっている。「本科」受講

生は前記9種の組合からの推薦者（職人としての基本的技能を修得している者）で、「修

復専攻科」は「本科」修了生等で継続的に研修を受ける意欲のある者とされる。定員は

各50名。市の施策に必要な人材を育成するという観点から受講料は無料とされている。 

 9 種の職種ごとの実習室や座学用の研修室等を備えた専用のキャンパスを有している

点は特異と言える。 

 

 

 

写真4－5 「棟梁塾」実施風景．会場は山科の建具店 

 

写真 4－6 「金沢職人大学校」実習風景.造園科にお

ける「洗い出し」実習 

 

写真 4－7 「信州職人学校」実習風景.同校の職種は

大工のみ 
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ｃ長野県―「信州職人学校」 

 耐震木造住宅の需要拡大を目指し、民間組織の長野県建設労働組合連合会が設置・運

営しており、プレゼンテーションに強い大工の育成のための研修を実施している。 

 「基礎コース」と「応用コース」があり、受講期間は各1年、受講料は各48,000円と

なっている。定員は各 10 名で、建築関係組合の組合員（「基礎コース」は実務経験 3 年

以上、「応用コース」は「基礎コース」の修了試験合格者＝「信州伝統大工」2級資格取

得者）であることが受講条件となっている。 

 座学は、長野県建設労働組合連合会の建労会館の一室を使用しており、実習会場とし

ては長野県松本技術専門校の体育館を借用している。 

 なお、以上 3 団体の研修団体におけるカリキュラム編成については、資料 7 のとおり

となっている。 

(3)研修修了生の活躍の場の確保に向けた対応 

前記 3 団体による職人育成研修は、それぞれの目的に沿って実施されているが、いず

れも修了生の員数に比例して伝統工法を身につけた職人は着実に増加していると判断さ

れ、技術継承の面では着実な成果を挙げていると見てよい。また、「小田原職人学校」構

想以来、念頭に置かれてきた課題である修了生が習得した技術を応用し実践する機会の

確保が重要な課題として認識されており、これに関しても一定の配慮がなされているこ

とが確認された。以下この点に関し整理しておきたい。  

「棟梁塾」を主催する「京町家作事組」（以下「作事組」という）は、京町家の改修・

整備に関わる関連事業所40社で組織された団体であり、年間2億円から3億円に上る改

修工事等を受注しているという。現状では修了生の「京町家作事組」への加入例は限定

 

写真4－8 「金沢職人大学校」修了生に

よる民有物件の改修例.柱の根継ぎと板

塀の改修 

 

表4－1 視察した研修の修了者数 

■「京町屋作事組・棟梁塾」（平成18年開講・受講期間2年） 

  第 1期 10人 

  第 2期 6人 

  第 3期 11人 

  第 4期 8人（見込み） 

 

■「金沢職人大学校」（平成8年開講・受講期間3年） 

  第 1期 本科50人 

  第 2期 本科48人  修復専攻科第1期 45人 

  第 3期 本科50人  同    第 2期 32人 

  第 4期 本科46人  同    第 3期 38人 

第 5期 本科49人  同    第 4期 38人 

第 6期 本科45人  同    第 5期 50人（見込み） 

 

■「信州職人学校」（平成21年開講・受講期間2年） 

  第 1期 基礎コース16人 14人応用コース進級 

  第 2期 基礎コース13人 8人応用コースへ進級  

  第 3期 基礎コース10人（見込み） 
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されているものの、「作事組」で受注した工事に修了生の応援を頼む形でその活用を図っ

ている。50,000棟に及ぶ保全対象物件の存在とその改修等需要の多さが修了生に活躍の

場を保障している面があるといえよう。 

 「金沢職人大学校」（以下「金沢職大」という）については、技術伝承と職人育成を主

眼としており、修了生の活用は組織的な目的とはされていない。ただ育成した修了生が

着実に金沢町家の改修・整備に関与できなければ育成の意義もないため、金沢市が発注

する公有物件の改修工事の仕様書には修了生の起用を明記している。また民有物件の改

修等に際しては、補助制度の執行手続きの過程で修了生の活用を奨励している。金沢市

においては、都市政策の一環として金沢町家の改修整備を強力に推進する組織と制度が

整備されており、そうした行政の施策が修了生の活動を支えていると言えよう。 

 この金沢市の事例と対照的なのがいま一つの「信州職人学校」である。当該組織は民

間組織である長野県建設労働組合連合会で設置・運営されているため、行政からの支援

をほとんど受けることができない状況にある。かといって京都市のように膨大な保全物

件が存在するわけでもなく、本来的に目指していた新築の木造住宅の需要も伸び悩んで

いる状況であるという。こうした状況の中で関係者は行政の支援を切望しているが、見

通しは楽観視できないようである。 

 本市の場合も、京都市や金沢市のような保全対象物件の残存は見込めない状況であり、

修了生の働く場の確保に関しては、金沢市におけるような行政の支援が必要と考えられ

る。この点に関しては第4節で述べる車座集会においても議論がなされている。 

(4)本市への講師派遣の可否等 

 すでに見たように、上記調査地では、数寄屋建築技術の継承も行われている。これを

踏まえ、それぞれの団体の関係者に数寄屋等建築技術の再生に向けた本市への講師派遣

の可否について確認したところ、可能ではあるが再考すべきとの回答を得た。 

 具体的には、「作事組」・「金沢職大」・「信州職人学校」ともに、独自の地元技術への悪

影響が懸念される、地元技術の掘り起こし、地元職人の活用を図るべきである、といっ

た理由が挙げられた９。なお「信州職人学校」関係者からの数寄屋技術では長野より小田

原の方が先進地ではないかとの回答については俄かに是非を判定しにくい面がある。 

本調査を企画した時点では、職種に関わりなく伝統工法に通じた職人の減少という事

態を一般的な傾向として把握していたにすぎず、他地域講師の招聘も、この点を踏まえ

た試みとして立案した。 

しかし、その後に実施した地元職人組合への「ヒアリング調査」の結果では、本市に

おいても伝統工法に通じた職人は、高齢化は進んでいるものの残存しており、組合内等

において、そうした人材を活用した研修の実施等により一定の技術継承の試みが行われ

ていることも確認された。その背景には、職人にとって伝統工法は技の「基本」であり、

現代工法による施工に際しても伝統工法に関する知識や技術が必要であるとの認識があ
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るのであり、伝統技術は滅失しているわけで

はなく、休眠状態にあるというのが地元職人

組合へのヒアリングから得られた新たな知見

である１０。 

ここにおいて、次節で述べる「ワークショ

ップ」の実施における他地域講師の招聘に関

しては、安易な実施を避け、当面、地元及び

地元周辺での講師の発掘を目指すこととした。 

とはいえ、これは技術継承に関わる面での

ことであり、職人としての心得、仕事の納まりへの視点、技術史・建築史、建築基準法

の理解等の各種法制度に関する座学等においては必要に応じて検討されてよい。この点

については調査先の関係者からも前向きな回答を得た。 

(5)本市への講師派遣の条件等 

 これに関しては、技術継承に関わらない面において、基本的には適宜の謝礼と旅費の

負担で可能との回答を得た。また、講師以外のスタッフの同行が必要な場合があり、こ

れに対する手当ても必要との指摘もあった。 

本調査においては、「ワークショップ」の座学及び第4節でその成果を取りまとめる車

座集会においては他地域からの講師を招聘した。 

(6)その他の成果―研修組織設置の視点 

 本調査の課題は、伝統技術の着実な継承のための効果的な職人育成研修の実施方策の

実践的検証である。この実践的検証は、次項で述べる「ワークショップ」において行う

が、「技術伝承地等調査」の結果として、有効で自足的な研修の実施にはこれを主催する

研修組織の必要性が浮上してきた。 

これについては、本市＝行政が想定されてもよいが、今回調査した 3 団体のうち 2 団

体＝「作事組」・「信州職人学校」は民設民営、1団体＝「金沢職大」は公設民営であり、

その運営に民間組織が関与しない事例はない。修了生の働く場の確保の点からすると、

彼らは民有物件の改修等に自律的に関与して行く必要があり、その育成を進める研修組

織に関しても民間の活力を導入することが望ましいのではないかと考えられる。とはい

え「信州職人学校」の事例を見れば、行政も一定の関与をなすことが必要と思われる。

これに関し、具体的にどのような組織編制のもとでこれを行うかについては、慎重に検

討を加える必要があるが、当面は金沢市におけるような公設民営型の学校組織の設置が

妥当ではないかと判断される。 

なお、この点に関連して本調査評価委員の工学院大学・後藤治教授からは、中間指導

の際に組織としてのキャンパスの持ち方についても検討するよう指導を受けた。 

 

表 4－2  

ヒアリング調査を行った地元職人組合 

■小田原左官業組合（組合長） 

■小田原庭園業組合（顧問・組合長・副組合長） 

■神奈川県建具協同組合小田原支部（支部員） 

■小田原大工職組合（組合長） 

  ＊南足柄大工職組合（組合長）も同席 

■神奈川県畳工業組合小田原支部（支部長） 

■小田原建築板金組合（組合長ほか組合員） 
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第3節 職人育成研修の企画検討及び実践 

 前章に述べた「ワークショップ」の開催

に当たる。 

ここでは、すでに述べたような「建物調

査」・「技術伝承地等調査」の成果を踏まえ、

効果的な職人育成研修のあり方を探るため、

連続講座として「職人学校講座」を企画・

実施した。 

１ 「ワークショップ」の企画・実施 

 研修企画の立案に際しては、基本的に次

のような点に留意した。 

ａ「金沢職大」等の先進事例に習い、実技

と座学を基本とするカリキュラムを組ん

で複数回の連続講座を実施する。職種は

限定せず複数を適宜に取り上げる。 

ｂ会場は「建物調査」物件を中心に選定し、

研修により同調査において把握された要

修理箇所の改修等を進めることを目指す。 

ｃ受講者の応募に関しては、職人と所有者

らの一般市民の交流を図ることで職人育

成研修の運営に向けた機運を高めるとと

もに修了者の働く場の確保に向けた道筋

をつけるため一般市民らの受講も可能と

する。この場合、座学に関しては基本的・

一般的な知識の習得を目指す形とし、実

技研修に際しては講師との調整により必

要な措置（一般者向けの軽易な実技の実

施等）を講じることとする。 

ｄ講師については、実技に関しては当初予

定していた他地域らの招聘を見送り、地

元周辺（神奈川県内）の職人等に依頼す

る。座学に関しては建築史等の専門家を

含め他地域からの招聘も行う。 

e 受講料について、本市では金沢市のよう

な行政による歴史的建造物の保全体制が

表4－3 ワークショップの実施概要 

■第1回 棟梁編（9月1日・会場：内野邸） 

座学「近代建築から現代建築へ」 

 講 師：松本高弘（文化財建造物木工主任技能者） 

 受講料：1,000円 

実技「修理技術の手法」 

講 師：内田幸男（文化財建造物木工技能者） 

受講料：1,000円 

受講料の総額：2,000円 

 

■第2回 左官編（9月29日・会場：清閑亭） 

座学と実技「近代の土壁」 

講 師：長田幸司（長田左官工業） 

 受講料：500円（座学）・1,200円（実技） 

受講料の総額：1,700円 

 

■第3回 建具編（10月 27日・会場：諸戸邸） 

座学と実演「建具屋のつぶやき」 

講 師：鈴木澄夫（鈴木建具） 

 受講料：600円 

座学「日本の建具のスタイル」 

 講 師：松本昌義（松本建築設計室） 

 受講料：500円 

受講料の総額：1,100円 

 

■第4回 大工編（11月 9日・会場：烏薬亭） 

座学「茶室建築の見方」 

実技「数寄屋ならではの技を学ぶ」 

 講 師：芹沢毅（文化財建造物木工技能者） 

 受講料：500円（座学）・2,000円（実技） 

受講料の総額：2,500円 

 

■第5回 棟梁編ⅱ（11月 30日：久野山中） 

伐採と製材の見学 

 講 師：高木大輔・大山謙司・男沢一夫 

 受講料：1,000円 

受講料の総額：1,000円 

 

■第6回 造園編（1月14日・会場：岡田邸） 

座学「日本庭園の歴史と近代の庭園」 

 講 師：藤井英二郎（千葉大学教授） 

 受講料：500円 

実技「茶庭の修復・復元・整備」 

 講 師：小田原庭園業組合顧問他 

 受講料：1,000円 

受講料の総額：1,500円 
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整備されていない状況にあること、ま

た受講生は習得した技術を活用し自律

的に民有物件等の改修に従事すること

が想定されることを念頭におき、受益

者負担の観点に立ってこれを徴収する

こととする。 

以上の点を踏まえ、本調査では、最

終的に棟梁編・左官編・建具編・大工

編・棟梁編ⅱ・造園編の 6 講座の開催

を企画・実施した。このうち初回の棟梁編については、本調査の意図等を広く一般に周

知するとともに研修需要に関するマーケティング調査等も兼ねて8月26日の記者発表の

タイミングに合わせ先行的に実施したものである１１。 

会場としては、棟梁編では昨年度調査で対象物件とした内野邸、左官編では土壁の剥

落が目立つ清閑亭、建具編では良質な建具を備えた諸戸邸、茶室に焦点を当てた大工編

表4－4 ワークショップの参加者数 

■第1回 棟梁編 

 座学：職人5／一般12（計17） 

 講義：職人5／一般10（計15） 

 

■第2回 左官編 

 座学：職人11／一般14（計25） 

 講義：職人11／一般10（計21） 

 

■第3回 建具編 

座学と実演：職人3／一般19（計22） 

座学：職人：職人3／一般18（計21） 

 

■第4回 大工編 

座学：職人4／一般13（計17） 

実技：職人4／一般10（計14） 

 

■第5回 棟梁編ⅱ 

 伐採見学：職人6／一般3（計9） 

 製材見学：職人7／一般16（計23） 

 

■第6回 造園編 

座学：職人23／一般13（計36） 

実技：職人23／一般10（計33） 

 

体制 

 

 

写真4－9 ワークショップの実施風景① 

上から棟梁編座学、同職人受講者実技、一般受講者実技 
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では烏
う

薬
やく

亭、造園編では広大な茶庭を

有する岡田邸を選定した（清閑亭・諸

戸邸・岡田邸は建物調査物件）。なお、

棟梁編ⅱの会場については、市内久野

の山中で設定した。 

カリキュラムに関し、実技について

は、棟梁編では職人用と一般用の 2 通

りを用意し、左官編では両者とも同一

内容で行った。その他に関しては、一

般参加者が実技を受講する場合に関し

ては見学のみとした。 

上記の企画途上においては、経師
きょうじ

編、

また先進事例では見られない耐震編等

も検討したが、前者に関しては適正な

講師や関係者を見出すことができなか

ったため断念した。また、後者に関し

ては、金沢工業大学・後藤正美教授へ

の「ヒアリング調査」１２を実施し、そ

のカリキュラムへの取り込みの必要性

は改めて認識できたが、伝統工法と現

代工法の一環をなす耐震技術との整合

的な取り扱い方法が問題となり、この

点について有効な解決策が見出せなか

ったことから今回は実施を見送った。 

なお、棟梁編ⅱについては、上記棟

梁編の実施後において、棟梁としての

木取りへの精通の必要性が議論となっ

たこと、及び「小田原職人学校」構想

にかかわりを有していた東海大学・杉

本洋文教授への「ヒアリング調査」１３に際し、既存の関連団体等との連携による事業効

果の拡大について指導を受けたこと等を機に、第30回「全国削ろう会」小田原大会実行

員会が主催する同大会用材の切り出しと、独自企画の製材見学とを組み合わせた講座と

して企画したものである。 

また、造園編に関しては、小田原庭園業組合への「ヒアリング調査」に当たり、同組

合から研修への積極的な協力の意思が示されことから、組合主体による講座として企画

 

 

写真4－10 ワークショップの実施風景② 

上から左官編実技、建具編実演、棟梁編ⅱ製材見学 
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した。これに関しては、座学の講師の選定、受講料の設定を除き、実技の内容・手順、

講師の選定、受講者の募集等はすべて同組合によって行われた。 

最後に、受講料については、教材費等の実費等も勘案しつつ、各講座ごとに異なる金

額の設定を試みた。実技を見学する一般参加者の受講料に関しては、公平性等の面で若

干の議論もあったが、最終的には一般の研修実施への協力の可否等について見定めるた

め実技参加者と同額とすることとした。 

２ 研修実施における課題 

(1)研修教材の改修等の推進手法の検討 

座学の実施に関しては、棟梁編以下、各職種に関わる「歴史」・「文化」等の共有を基

底とした内容で実施し、職人・一般市民らの双方に受け入れられる形で実施できたと考

えている。 

実技に関しては、当初計画していた研修による修繕の実施が、企画が煮詰まるにつれ

て実際には困難であることが判明してきた。 

初回の棟梁編で会場とした昨年度調査における対象物件に関しては、所有者より研修

における建物の改修は不可との意向が示されており、当初から修繕計画はなかったが、

その後建物調査の際にその了承を得ていた他の物件における研修でも、その実施は困難

であった。 

その理由としては、毎回の公募形式の講座では、参加する職人の技量が予見しがたい

こと、講師側からすれば、限られた時間内で教えながら貴重な建造物の修繕を進めるこ

とが不可能に近いこと等が挙げられる。 

この点から、第 2 回左官編では、会場とした清閑亭において要修理箇所として把握さ

れていた剥落した壁については確認と修理方法を検

討するにとどめ、実技は、専用に作成した模型を使用

して実際の修理をシミュレーションする方式で実施、

次いで第4回大工編では、教材とした烏薬亭の老朽化

した連子
れ ん じ

竹
だけ

の改修を講師が実演して見せる形をとっ

た。 

さらに、職人集団である小田原庭園業組合との連携

により実施した第６回造園編では、組合長や顧問をは

じめ伝統技術に通じた年長の組合員の指導のもとで

若手組合員による庭園の修復・復元・整備を実施した。 

この造園編における実技研修の成果は、ある程度の

指導者が人員的に確保され一定の技術を有する受講

者が揃えば、研修による実際の改修等が可能となる

ことを示しており、研修実施における組合との連携

 

写真 4－11 左官編で改修の検討素材と

した清閑亭の剥落した土壁 
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の有効性を裏付けるものと把握された。 

(2)職人組合との連携手法の検討 

前記のとおり「金沢職大」の研修運

営は、職人組合との緊密な連携のもと

で進められおり、本調査においてもそ

の視点は検討に値すると判断された。 

造園編における庭園業組合との連携

による研修実施は、その具体化に向け

た糸口となるものでもあるが、庭園に

関しては建物調査に該当する事前調査

を欠いていたため、所有者の了解のも

とで行われたとはいえ、必ずしも適正

な修復等がなされたとは言えない面が

あったことも否めない。職人の経験と

勘による仕事と学究的な復元・修復と

の間隙をどのようにして埋めてゆくか

が重要な課題として浮び上がる結果と

なった。 

また地元職人組合の姿勢には職種に

より温度差があり、伝統工法の重要さ

を認識しつつも組合の枠を超えた研修

実施には消極的な場合も見受けられた。独自の組織の編成等を含めこうした温度差を超

えてより多くの組合との連携を図ることも効果的な研修推進に向けた大きな課題といえ

る。 

なお、これへの対応として、例えば若手の職人を中心とした組合とは別の職人組織と

の連携等も検討される必要があろう。この点で、「ワークショップ」に参加した大工職を

構成員とする独自のグループ「工匠会
こうしょうかい

」が結成されたことは注目したい。 

３ 研修の有効性の把握 

(1)研修需要の存在 

すでに記したように、「ワークショップ」は職人のほか一般市民にも門戸を開く形で実

施したが、これら職人以外の一般参加者には、設計士や建築士等の建築関係者、また歴

史的建造物の所有者等が全体の18パーセントほど含まれていた。 

これら受講者へのアンケート調査によると、その多くは研修参加の理由について53パ

ーセントが「伝統工法を身につけたい」、または「伝統工法が現在の職務に役立つ」と回

答しており、半数以上の受講者が今後の自己の飛躍や自身の抱える課題の克服等にため

 

 
写真4－12 ワークショップにおける教材の改修 

上：大工編における茶室連子竹改修の解説.下：造園編にお

ける沢渡り石の復元 
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に参加している事実とともに、研修実施

への需要が高いこと等が窺えた。さらに、

受講者の80パーセントが研修実施の必要

性を認識しており、うち職人の受講者に

ついては、将来的に研修が実施された場

合「受講したい」または「条件による」（こ

こに言う条件は受講期間・受講料等）と

の回答が82パーセント（車座集会の参加

者も含む）を占めていた。40 歳代以前の

現役世代の受講者が全体の69パーセント

図4－2 アンケート調査の結果① 

 

 

 

 

N=146 N=40 

N=163 
N=57 

N=139 
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を占めている点も、以上の点と密接に関連していることが想定されよう。このような受

講者における世代分布は、60歳以上のシルバー世代が多数を占める通常の生涯学習講座

等では考えられない傾向と言ってよい。 

このことは、今回の「ワークショップ」が受講者にとって合目的的な講座であり、そ

の需要にこたえるものとして受け入れられていることを窺わせているものと考える。 

(2)関係者間のネットワーク形成に向けた有効性の発揮 

 職人や建築関係者・所有者等を迎えた研修の場においては、その交流が着実に進めら

れたと考えている。 

この潮流の進行をさらにバックアップするため、本市では、「ワークショップ」参加者

には、必ず次回開催の案内状を送付した。その結果、少なからずリピーターがうまれ、

「ワークショップ」は、関係者の交流の

場、ネットワーク形成の拠点として回を

重ねるごとにその機能を拡充した。この

点は「職人育成の出口戦略」に有効に作

用するものと考えている。 

４ 研修運営費用の回収可能性 

 持続可能な職人育成研修の運営におい

て、受講料収入は重要な意味を持つ。こ

の点について、適正な金額の設定という

観点から検証するため、「ワークショッ

プ」での受講料については、1,000円から

2,500 円の間で毎回幅を持たせて設定し

た【表4－3】。 

アンケート結果によると、「高い」との

回答があったのは、最高額の 2,500 円で

設定した大工編の場合のみで、2,000円以

下で設定した他の講座では、すべて「安

い」または「適切」との回答であり、全

講座を通じては、80 パーセントの受講者

が「適切」、「安い」との回答を選択して

いる。 

先に見た「信州職人学校」や「棟梁塾」

の受講料を時間単価で見ると、前者では

274円、後者では1,077～746 円と計算さ

れる１４。本調査における「ワークショッ
図4－3 アンケート調査結果② 

 

N=95 

N=44 
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プ」の時間設定は基本

的に 4 時間で設定して

おり、上記時間単価で

計算すると 1 回当たり

1,096～4,308 円となり、

この辺りに適正な金額

の設定目安が存在する

ようである。 

ちなみに、年間の受

講料で見た場合、今回

のアンケート結果では、

50,000 円以内とする回

答が多数を占めている。 

他方、研修運営については、教材費・講師謝礼等の経費が必要となる。本調査では講

師謝礼は一律20,000円に設定しており、教材費については50,000～300,000円程の間で

推移している。 

最も経費を要したのは左官編で、講師謝礼 40,000 円と実習教材費 294,000 円で合計

334,000円、これに対する受講料収入は37,700円となっている。また最も少ない経費で

実施しえた造園編の経費は、講師謝礼50,000円、教材費47,040円の計97,040円で、受

講領収入は 51,000 円であった。研修運営に要した経費のすべてを受講料で賄う場合、1

講座について受講者1名当たり（受講生は30名と想定）3,000～11,000円程度が必要な

計算となり、1講座の受講料を2,000円とした場合でも（同様に受講生は30名と想定）

30,000円～270,000円の運営資金の不足が見込まれる。 

アンケート調査の結果等をふまえると、その全額を受講者負担に求めることは難しい

状況にあるものと判断され、一般からの寄付や公的支援等を含めた補填策の検討が課題

となるものと考える。むろん、講師謝礼・教材費ともに縮減する工夫も必要といえよう。 

５ 職人以外の一般受講者の意向等 

 「ワークショップ」に参加した一般の受講者からは、職人育成研修の企画・実施に関

し、協力的な意向が示された。 

実際のところ、一般受講者への対応として、職人受講者と同額の受講料を徴収した上

で大工編・造園編の実技は見学のみとしたことについては、ある程度の不満の声が上が

ることも想定していたが実際には何ら異論は出されなかった。会場でのヒアリングを合

せ考えると、伝統的な職人技術を間近で見学できることは有益であり、研修にかかる経

費についてもある程度負担してよいとの考え方の一般受講者が多かったようである。 

また、アンケート調査に際し、将来的に職人育成研修が実施された場合への協力・支

  A 支出 B 収入 A-B 回収率 

％ 教材費 講師謝礼等 合計 受講料 

棟梁編 197,694 40,000 237,694 32,000 205,694 13.5 

左官編 294,000 40,000 334,000 37,700 296,300 11.3 

建具編 95,550 40,000 145,550 23,700 120,850 16.3 

大工編 97,996 10,000 107,996 36,500 71,496 33.8 

棟梁編ⅱ 87,570 30,000 117,570 16,000 101,570 13.6 

造園編 47,040 50,000 97,040 51,000 46,040 52.6 

 

表4－5 ワークショップ開催経費の受講料による回収率 



 - 39 - 

援の可否に関する設問を設定したところ、

68パーセントが協力する意思を表明してい

る。その内容に関しては、スタッフとして

参加する等の人的支援がもっとも多く、教

材の寄付や教材建物の提供等の物的支援、

運営資金の寄付・貸与等の経済的支援がこ

れに次いだ。 

「ワークショップ」に参加した一般受講

者は、伝統工法の重要性とその着実な継承

のための研修実施の重要性を認識しており、

その実施に向けた支援についても、充分に

期待が持てるものと考える。 

 なお、このアンケート調査は、次節で述

べる車座集会の参加者に対しても類似の形

で実施しており、一般参加者の意向に関わ

る以上の記載は、その際の調査結果を含む

形で整理したものである。 

 

第4節 持続的な職人育成研修の運営方策 

の検討 

 前章で述べた「車座集会」の開催である。 

ここでは前節までの調査成果を踏まえ、

職人のほか設計士・建築士等の建築関係者、

対象物件を含む歴史的建造物の所有者、行政職員等に広く参加を求め、持続的な職人育

成研修の実施方策とこれに必要な要件等について討議した。 

１ 「車座集会」の企画・実施 

大枠として、まず「所有者の悩み」、次いで「職人の現状」、最後に「持続的な職人育

成研修のあり方」をテーマとして 3 回に渡って企画・実施することとし、毎回、テーマ

に沿った基調報告により、これまでの調査成果等を共有した上で、参加者による自由討

論を行うこととした。 

基調報告の講師については、第 1 回は「建物調査」を受託した調査団の代表等に依頼

し、第2・3回については「技術伝承地等調査」の対象とした「作事組」・「金沢職大」の

関係者を招聘した。後者に関しては、「ワークショップ」の座学の幾つかに続き他地域講

師の招聘の具体化も意図して選任したものである１５。 

会場については、「ワークショップ」の場合と同様に建物調査の調査物件から選定した。 

図4－4 アンケート調査の結果③ 
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「建物調査」の成果とともに、これまで一

般に公開されたことのない、或いはそうした

機会が少ない優秀な民有物件の存在について

広く一般に周知するためである１６。 

参加者についても、基本的に職人を含めて

一般から公募することとしたが、少なくとも

「ワークショップ」への参加者に関しては、

継続的な参加を求めるのが有効と判断し、これに対しては毎回ダイレクト・メール等に

よる周知を図った。 

２ 効果的な研修の実施方策 

(1)ネットワークの形成 

参加した所有者においては、所有物件に関し今後も改修等を加えながら維持したいと

する考え方が多数を占めている。しかし、その一方で経済的な困難さ（改修費・維持費

の負担の大きさ）やこれを支える職人がいない、との意見が出されていた。 

経費負担の問題に関しては、ここではひとまずおき、職人の関係に関しては所有者と

のマッチングの機会のないことが問題と把握された。適正な改修等には、職人とともに

設計関係者の役割も重要となる。この点をフォローする方策として研修がそうしたマッ

チングの場としても機能させることが考えられる。職人と設計関係者及び所有者とのネ

ットワークの形成である。 

先の「ワークショップ」受講者を含むこれら関係者の参加を得て開催した車座集会は、

そうしたネットワークの原型となることが期待される。 

(2)研修推進組織の設置 

第 2 節で述べたように、効果的な研修の推進には、これを推進する特定の組織の設置

表4－6 車座集会の実施状況 

■第 1 回  

 日時：12 月 22 日(日) 

 会場：佐藤邸 

 テーマ：所有者の悩み 

基調報告―建物調査の概要 

  講師：羽生修二・吉川征治・田中和幸 

  

■第 2 回  

 日時：1 月 26 日(日) 

 会場：岡田邸 

 テーマ：職人の現状 

 基調報告―「京町屋作事組」の取組み 

  講師：荒木正亘・末川協 

 

■第 3 回 

 日時：2 月 23 日(日) 

 会場：清閑亭 

 テーマ：持続的な職人育成研修のあり方 

基調講演―「金沢職人大学校」の運営 

  講師：永井隆 

 

写真4－13 第 1回車座集会の様子 
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が必要と考えられる。 

 これに関連して、参加者へのアンケー

ト調査において、職人育成研修の実施を

含む歴史的建造物の保全策の推進の担う

べき主体に関する設問を設けたところ、

61 パーセントが「官民の連携組織」と回

答し、行政・民間とする回答は、それぞ

れ16パーセントにとどまっている。 

研修運営組織のあり方についても「官

民連携」が期待されているものと把握す

ることが許されよう。具体的なモデルと

しては、やはり「官民連携」による組織

運営を進めている「金沢職大」が想起さ

れる。この点については民間組織の「作

事組」においても行政との連携の有効性

が認識されている点も注意された。 

(3)研修組織の機能 

 研修推進のための組織の設置を考える

場合、次に問題となるのはその機能であ

ろう。 

 アンケート結果によると、歴史的建造

物の保全に必要な措置に関し、維持管理

費の支援や税負担の軽減とする回答が半数以上を占めた。これについては「車座集会」

でも議論となり、別に検討を要するところであるが、これとともに職人の育成、及び新

たな活用策の創案等の意見も少なくないことが注目される。 

職人育成に関しては、技術伝承のための職人育成がその第一となることは言うまでも

ない。ただ「出口戦略」を念頭に置くと、さらに歴史的建造物の活用の推進とこれに必

要な改修等を一体的・機動的に実施している「作事組」の活動内容には参照すべき面が

ある。この点「金沢職大」の活動は基本的に職人育成に特化されているが、修了生の活

用による改修や活用の推進が「金沢ドミトリー推進機構」や「LLP 金沢町家」といった

民間団体によって担われているの１７は、やはりその一体的推進の必要性を示す事実と判

断されよう。 

こうした研修組織の機能に関する考え方は、組織設置における「官民連携」とととも

にその具体像を考える際の重要な要素となる。 

図4－5 アンケート調査の結果④ 
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 なお、このうち本市における対象物件

の活用に関しては、公有物件の場合、松

永記念館や小田原文学館においては貴重

資料の展示施設、清閑亭においては広域

交流拠点等としての活用が図られている

ものの、これを上回る相当数の残存が想

定される民有物件に関しては建物の本来

的機能を踏まえた「街かど博物館」とし

ての活用を除くと、具体的な提示がなさ

れていないというのが実状である。こと

に本調査で対象物件とした「数寄屋等建

築物」に関しては、本来的に住宅であり、

今後の活用形態として必ずしも京町家や金沢町家等を参照し得ない状況にある。これら

の活用は、近代における他に類を見ないような別邸文化の遺産を継承する本市固有の課

題でもあると考えられる。ちなみに、これに関しアンケート調査の結果では資料展示施

設、観光客等の見学・休息施設等の事例が挙げられている。 

(4)キャンパスの持ち方 

 前記工学院大学・後藤治教授から指摘のあった研修の場＝キャンパスの確保について

は、俄かに課題として登場したこともあり車座集会そのものでは議論し得なかったが、

「コーディネータ」間やこれと車座参加者との間では急速に議論が進んだ。 

 まず確認されたのは「金沢職大」のような独自のキャンパスを想定することは経費負

担の面などから見て現実的ではない、という点である。また「信州職人学校」は座学に

関しては運営主体である長野県建設労働組合連合会の事務所を用い、実技に関しては松

本技術専門校の体育館を借用しているが、借用のたびごとに会場を設営･撤収する作業を

実施するのは手間であり時間的ロスも大きい。 

 いずれにしても、独自の恒常的・専用的な施設を前提としない場合、キャンパスの持

ち方としては、複数の教材建物を拠点とする短期的・散在型、比較的大型の工事現場を

拠点とする中長期的・臨時型、「信州職人学校」の場合のような長期的・固定型が想定さ

れる。本市の場合で言えば、短期的・散在型としては岡田邸等の教材物件、中長期的・

臨時型としては小田原城跡等の改修工事現場、長期的・固定型としては、市内に所在す

る神奈川県立小田原城北工業高校との連携が考えられるが、研修による対象物件などの

修繕の推進を標榜する本市においては、当面、短期的・散在型のキャンパスを目指すの

が妥当と考えられる。 

３ 研修企画等の改善事項 

 これについては、6 回の「ワークショップ」を順次企画・実施する段階で適宜に検討

図4－6 アンケート調査の結果⑤ 
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を加えてきたところである。以下では、車座集会での議論と、その参加者へのヒアリン

グの結果等を整理して記載する。 

(1)専門家との連携の促進 

まず、すでに「ワークショップ」段階において、前節において述べたような研修によ

る実際の改修等の推進に向けた取組み体制の整備が課題として挙げられた。 

そのためには基本的には複数の講師の確保、一定の技術を有する受講者の存在が必要

となる。技術伝承地等調査で視察した先進事例では、受講生の応募資格を実務経験者と

してまったくの未経験者は対象外としており、本市の場合でも同様な視点が検討される

必要もある。 

むろん本調査では、職人以外の一般参加者の受講は、関係者間のネットワーク形成に

有効であることも確認された。この視点を重視すれば、受講者の技術水準別のカリキュ

ラム編成やカリキュラム相互間の交流のあり方等も検討する必要がある。 

 いずれにしても、職人組合との連携による研修の実施は、教材建物の実質的な改修を

可能とする形態の一つであるが、適正な修繕の実施の前提には、対象とする物件の詳細

調査を実施する必要がある。調査の実施は、やはり専門家による必要があり、有効な研

修実施に向けては組合と専門家との緊密な連携も必要となる。またこの調査の範囲は建

物のみならず庭園等にも拡大されなくてはならない。 

(2)建物調査を活用した研修の実施 

 今回、「ワークショップ」等に先行して「建物調査」を実施したが、職人や所有者にと

って「建物調査」は、その結果だけではなく実際の建物を知るための良い機会でもある。

この意見は「調査団」関係者と「車座集会」参加者の双方から提示されている。 

研修実施に際しての「建物調査」の有効性は本調査でも実証されたと考えており、こ

れを研修の一環に組込むことも検討すべきであろう。これは前記専門家との連携にも繋

がる視点と考える。また、専門知識を要する調査自体への職人等の参加に関しては調査

の機会を活用した建物見学の実施という視点から企画するのが妥当と考える。 

(3)技術伝承地等への視察研修の実施 

 本調査で当初検討していた他市域講師の招聘について、技術伝承の面に関しては「技

術伝承地等調査」でその妥当性が問題となったが、「ワークショップ」における座学と車

座集会においてはこれを行った。 

また、地元技術の掘起こし＝地元講師の発掘を前提とし、一方的な技術の移植ではな

く、受動的ではなく能動的な形で、地方技術の活性化に向けた方策の一つとして技術伝

承地等に出向き他地域講師の指導を受けることは有効と考えられる。その場合の旅費・

宿泊費等の経費負担については、基本的に実費負担としてよいであろう。 

(4)効果的・持続的なカリキュラム編成に向けた検討 

 本調査において、カリキュラム編成に関しては、大枠として座学と実技を組み合わせ
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る先進事例の例に準拠した。実験的な 6 回の「ワークショップ」という限定された場に

おいては、その詳細な科目設定に関しては充分検討し得なかったが、これについては基

本的には「金沢職大」の先進事例の編成に学ぶ視点が重要であり、その上で、前節でふ

れた耐震化への対応、地元産材の活用促進等を念頭においた独自の科目設定が検討され

なくてはならない。 

 車座集会においては、歴史的建造物の活用推進の観点から、修復・復元的改修に加え、

具体的な活用法を踏まえた適正な改修のあり方が議論となり、これとともに所有者への

対応のあり方等についてもカリキュラムに加えることを検討する必要がある。 

４ 一般参加者の協力の可否等 

 研修実施及び研修組織の設置・運営への一般市民等の協力に関しては、「ワークショッ

プ」の場合に引き続き、参加者へのアンケート調査の実施によって、その意向の把握等

を行った。その結果に関しては、「ワークショップ」における調査結果と合せ、第3節で

整理したとおりである。  

 

註 

                                                   
１ 資料3のとおり。 
２ 資料4のとおり。 
３ 資料5のとおり。 
４ 別添え。 
５ 大正デモクラシー期の政治『松本剛吉政治日誌』／岩波書店／昭和34年。 
６ 太一丸諸戸邸（明治18年または21年）、鷹場諸戸邸＝現「六華苑」（大正初年）、諸戸徳成邸（大

正末～昭和初期）。 
７ これに関するヒアリング結果に関しては資料6「技術伝承地等調査の記録」を参照のこと。 
８ 京都に関していえば、16世紀に本市を本拠とした戦国大名北条氏（いわゆる後北条氏）が独自の人

脈を通じて京都及び奈良方面から職人を招聘し鎌倉の鶴岡八幡宮等の造営を行ったことが知られ

ている。その中にはそのまま小田原に定着した者もあった。 
９ 「京町家作事組」へのヒアリングでは、講師派遣は可能との回答を得たが、これについては依頼が

あれば可能という意味であり、基本的には本文記載のような考え方が示された（資料6）。 
１０ 職人組合へのヒアリング結果に関しては、資料12「ヒアリング調査の記録」の「Ｂ職人組合」を

参照のこと。 
１１ 記者発表の結果、2紙が本市の取組みを紹介した（資料14）。 
１２ 内容の詳細については註10前掲資料12の「Ａ専門家」を参照のこと。 
１３ 同前。 
１４ 「棟梁塾」の場合、実技（実質的には見学）の実施時間に最低80～最高160時間の幅があるため

時間単価にも幅が生じる。 
１５ 招聘した他地域講師については、「車座集会」における基調報告のほか、対象物件の改修状況（本

市の公有物件については、本年「歴まち計画」に基づく改修工事が実施されている）の見学を求め

て意見等を徴した。 
１６ 第3回の会場を公有物件の清閑亭としたのは、当初予定していた諸戸邸について、所有者から防

寒対策の不備等を理由に、会場としての使用を辞退したいとの申し出があったためである。 
１７ 両団体の活動に関しては、註12前掲資料12における法政大学・水野雅男教授へのヒアリング結果

を参照のこと。 
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第５章 調査の成果と今後の課題・展望 

  

 本章では、「建物調査」、「技術伝承地等調査」、「ワークショップ」、「車座集会」の４つ

の調査成果をまとめ、残された課題とその解決にむけた展望を総括する。 

すでに述べたように、持続的で効果的な職人育成研修の運営にはこれを推進するシス

テムが必要であり、以下では、このシステムのあり方にも注視して論を進めたい。 

 

第 1節 一般的な「歴史都市」における持続的で効果的な職人育成研修システム 

 持続的で効果的な職人育成研修システムとは、適切

な「出口戦略」が講じられた「職人学校」と考えるこ

とができる。 

今回の「技術伝承地等調査」において取上げた「金

沢職大」、「信州職人学校」、「作事組・棟梁塾」のうち、

適切な「出口戦略」が講じられていたのは、「金沢職大」

と「作事組・棟梁塾」であった【図5－1】。 

これらと「信州職人学校」とを比較することにより、

適切な「出口戦略」に必要な条件をまとめることとし

たい。 

１ 「金沢職人大学校」の特長と課題 

「金沢職大」の特長は、金沢市という行政が主導的に設置し、職人育成システムと行

政の歴史的風致維持向上施策とのあいだに緊密な連携関係が構築されている点である。

金沢市では行政施策に沿った歴史的建造物の改修に対して手厚い公的支援策が講じられ

ている。 

そのうえで、そうした公的支援策を受ける条件として、「金沢職大」の修復専攻科を修

了した「歴史的建造物修復士」の活用が義務づけられている。しかも、「歴史的建造物修

復士」資格をもたない民間事業者がそのような公的支援を受けた改修事業を行う際には、

金沢職大に照会し適切な「歴史的建造物修復士」の斡旋を受ける場合もある。そうした

場合、「金沢職大」は職人が活躍する場の確保に積極的に関与していると考えることがで

きる。 

さらに、歴史的建造物の改修を行政が進める場合には、「金沢職大」に業務を委託し、

改修事業を職人育成の場として活用する例もある。 

このような例は、民間所有の歴史的建造物の改修を行政が受託する事業にも見られ、

「金沢職大」の機能は、職人育成だけでなく歴史的建造物の改修の実施にまで広がりつ

図 5-1 技術伝承地等調査の職人育成

研修における「出口戦略」の比較 
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つあると見ることができる。 

同時に注目すべきは、金沢市の歴史的建造物に対する支援策そのものが「金沢職大」

との連携によって維持・拡充されていると考えられる点である。 

金沢市での公的支援策は、たんに条例や規則といった成文化されたものによって支え

られているのではない。建築指導所管をはじめとする現場の個々の職員が、公的支援策

の積極的な運用を意識づけられている。 

そうした意識の啓発に寄与しているのが「金沢職大」への職員研修派遣である。派遣

される職員の所属は文化財所管に限らず、建築・土木、産業・観光振興などの幅広い分

野にわたっている。そのような職員研修の蓄積が、個々の現場における公的支援策の積

極的な運用の基盤となり、金沢市という行政全体の方向性を特徴づけるのに寄与してい

る。 

しかし「金沢職大」の「出口戦略」にも課題がある。最大の問題は、上記の修了者に

対する活躍の場の紹介や職人育成をかねた改修が、「金沢職大」の主体的な戦略にもとづ

くものではない点にある。同校の目的は公式にはあくまで職人育成にとどめられ、自ら

積極的にこうした戦略を展開しているわけではない。 

現実に、金沢市でも修了者が活躍する場の確保は依然、充分でないとされ、「ＬＬＰ金

沢町家」のような民間組織による活躍の場の掘り起しが進められている１。こうした民間

の活動と「金沢職大」との連携は意識的にはなされていない。また、職人育成をかねた

主体的な改修は行政による委託を待って行われるものであり、行政が進める歴史的建造

物の改修全体にわたって組織的・制度的に「金沢職大」の関与が確保されているわけで

はない。 

  

図5-2 「LLP金沢町家」の活動を伝えるパンフレット 
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まとめるならば、「金沢職大」の課題は、

その「出口戦略」の確立が学校そのものの

目的とされていないために、行政や民間組

織の動向に依存せざるをえない不安定さを

もつ点にある。 

２ 京町家作事組「棟梁塾」の特長と課題 

これに対し、「作事組・棟梁塾」の特長は、

「金沢職大」とは異なり、職人育成をかね

た主体的な改修や修了者に活躍の場を積極

的に紹介している点にある。 

これは、「棟梁塾」の母体が「作事組」と

いう歴史的建造物の改修の主体であること

による。「棟梁塾」は「作事組」と一体的に

運用され、後者が行う改修が職人育成の場や修了者の活躍の場として自ずと位置づけら

れているのである。 

しかも、「棟梁塾」における職人育成の場や修了者の活躍の場はさらに広がっている。

それは、「作事組」そのものが、改修の前段階にある所有者からの相談受付、歴史的建造

物の調査、それだけでなく改修に続く歴史的建造物の活用・維持管理をも主体的に担っ

ているためである。 

言わば「棟梁塾」では、調査・相談→改修→活用・維持管理という一連の場面すべて

が職人育成の場や修了者の活躍の場とされ、有効な「出口戦略」が確立されているので

ある。 

このような「棟梁塾」にも課題は残る。そのうち最も大きなものは、京都市という行

政、特に建築指導行政との連携が充分ではない点である。 

京都市では京町家という歴史的風致の保全・活用を図るための施策が特に景観行政を

中心に手厚く講じられている。その一方で、京町家などの歴史的建造物に対する建築基

準法の適用除外を認める市条例が制定されているものの、消防を含む建築指導行政が伝

統工法を尊重する方針は依然として確立されていない。そのため、「棟梁塾」が京都市内

の他の改修事業者に比べとりわけ伝統工法を重視していることもあり、京町家の改修工

事全体で見れば、「棟梁塾」が関与する場はまだまだ限られているのである。 

３ 一般的な「歴史都市」でのベスト・ミックス 

「金沢職大」と「棟梁塾」が、それぞれ課題を持ちながらも優れた「出口戦略」を講

じ得ている最大の要因は、修了者が主として活躍する場に残されている歴史的建造物の

写真5－1 京町家作事組の改修例．現在は眼鏡店とし

て活用されている 
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総数の多さにあると考えられる。 

金沢市の場合、国指定史跡・金沢城のほか、社寺や武家屋敷、さらに 4,800 棟を数え

るという金沢町家が控えている。また、京都市ではその中心部に京町家が60,000棟残さ

れているという。さらに、金沢では旧金沢藩領、京都では丹波地方といった近隣だけで

なく、遠くは東北地方でも修了者が活躍している。 

このような修了者が活躍する場の広さが、金沢・京都それぞれの職人育成システムの

課題を克服するのに寄与していると考えられるのである。 

これに対し、本調査が対象とする本市の場合、これまで充分な調査が行われてこなか

ったにせよ、少なくとも現在公的に把握されている歴史的建造物は数十という単位にと

どまる。そのように修了者の活躍の場が狭くなっている地域では、金沢や京都の職人育

成システムに残された課題を予め解決し、それぞれの特長を取入れた「ベスト・ミック

ス」による新たな仕組みの構築が求められる。 

具体的にはまず、「金沢職大」とは異なり、職人育成システムの目的として修了者が活

躍する場の確保を明確に掲げる必要がある。これは「棟梁塾」の方針とも合致する。「棟

梁塾」のように職人育成システム自体が、調査・相談→改修→活用・維持管理という一

連の流れに主体的に関与することにより、職人の働く場を幅広くかつ独自に確保するこ

とが可能になると考えられる。 

その一方で、「棟梁塾」とは一線を画し、建築指導行政との協調やすみわけを図る必要

もある。 

具体的には、修了者の活躍の場を伝統工法を基本にすえた木や石、土といった自然素

材によるものづくり全般に視野を広げることが求められる。同時に建築指導行政の側も、

歴史的建造物の改修に関しては、伝統工法を尊重する方針を明確にすることで、修了者

が活躍する場を確保する必要がある。こうした建築指導行政の方向性は、まさに金沢市

が「金沢職大」で職員研修を重ねることで実現しているものである。そのような民間・

行政双方による、職人育成システムの「出

口戦略」の確立のための協調が求められて

いるのである。 

以上の職人育成システムにおけるベス

ト・ミックス【図5－3】は、本調査が直接の

対象とする本市だけでなく、京都市や金沢

市のように数万・数千の単位で歴史的建造

物が残されているわけではない多くの地域

で応用できるものだと考えられる。ここで

 

 

） 

写真5－2 「金沢職人大学校」による民有物件（土塀）

の改修例 
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は、そうした

多くの地域の

ことを、歴史

的風致維持向

上計画の策定

に取り組める

という意味で

「一般的な

『歴史都市』」

と呼び、本調

査の成果をそれらの「歴史都市」で応用可能な提案と位置づけたい。 

もっとも以上のようなベスト・ミックスには疑問が残るかも知れない。金沢や京都の

職人育成システムにおける課題は、それぞれの組織の目標という根幹に関わるものであ

り、それらを安易に変更することによる弊害を予想することができる。 

「金沢職大」でその目標を職人育成に限定し職人が活躍する場の確保を謳わないのは、

「職人は飯を食うために仕事をしているのではない」という職人の矜持を明確にするこ

とで職人の社会的評価を向上させる意図が考えられる。また、特定の職人を優遇しない

ことを明示して行政による職人育成の中立性を確保する狙いも指摘できる。 

しかし職人の社会的評価は金銭的にも報われるべきもので、職人に対する金銭的な対

価を否定することは社会的にはむしろ許容すべきではない。 

また、職人育成の中立性は客観的な評価にもとづく修了資格の付与によって、すでに

確保されており、現実に「金沢職大」でも活躍の場の紹介は資格の有無だけでなく、修

了成績も加味して行われている。「金沢職大」が目指す職人の社会的評価の向上や客観的

な職人育成の実現のためにも、職人育成システム自体が「出口戦略」を明確にし、持続

的な職人の営みの実現こそが歴史的風致の維持向上の重要な要素だと明示した方が効果

的だと考えられる。 

他方、「棟梁塾」が建築指導行政と対立するのは、「作事組」が伝統工法をとりわけ重

視しているためであり、このこだわりをなくしては「作事組」の存在意義が失われかね

ない。ただし伝統工法を学ぶことは、伝統工法を使いこなすこと以上に、素材を生かし

きるという考え方やものづくりの時間軸を長くもつといった視野を会得することであり、

新築など直接、伝統工法を用いない場合でも生かされるものである。 

つまり伝統工法を尊重するという根本を揺るがせにしないことは一貫しており、だか

らこそ、建築指導行政における伝統工法に対する意識を啓発することが同時に求められ

金沢職人大学校の特長

・公的に支援する歴史的

建造物改修に修了者活用

・歴史的建造物の改修受託・

職人育成への活用

・行政職員研修による

伝統工法を尊重する

行政方針の確立と浸透

金沢職人大学校の課題

・目標の限定による

主体的な出口戦略の欠如

京町家作事組・棟梁塾の特長

・調査・相談→改修

→活用・維持管理の

一体的な引き受けと

職人育成への活用

京町家作事組・棟梁塾の課題

・建築指導行政との対立に

よる修了者活躍の場の限定

ベストミックス(1)

・調査・相談→改修

→活用・維持管理の

一体的な引き受けと

職人育成への活用による

主体的な出口戦略の構築

ベストミックス(2)

・伝統工法を基礎とする

広範なものづくりへの

視野の拡張

・行政職員研修による

伝統工法を尊重する

行政方針の確立と浸透

図5－3 金沢・京都から学ぶ一般的な「歴史都市」における職人育成システムのベスト・ミッ

クス 
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るのである。 

 

第２節 小田原市における課題と展望 

 本節では、第１節で提示した「一般的な『歴史都市』における職人育成システムのベ

スト・ミックス」について、本市における具体的な展開方策を今回の調査の成果を踏ま

えて明らかにする。 

１ 職人組合の脆弱さと自主研究会の活用 

 今回の調査では、本市域における職人組合の脆弱化や職人数の減少が改めて確認され

た。同時に、いずれの職人組合も伝統工法を軸とした職人育成の必要性を認め、また、

庭園業組合のようにワークショップにおいて主体的に研修を企画・実施する組合も残っ

ていた。 

さらに、「ワークショップ」に参加した職人が職人育成システムに参加する意欲は高く、

前章で見たように86パーセントを超える職人は無条件での受講を希望していた。 

「金沢職大」では、各職人組合に対して出資と受講者の推薦を求めていたが、本市で

同じ方式をとることは今回の調査を踏まえれば現実的でない。 

これに対し「棟梁塾」は、各職人組合との関係は薄く、言うならば、「作事組」副理事

長・「棟梁塾」塾長の荒木正亘棟梁を塾頭とする、いわば自主研究会という性格をもって

いる。 

そこで本調査でも、「ワークショップ」に参加し職人育成システムを無条件で受講する

意思を示していた職人に対して自主研究会の立ち上げを呼びかけたところ、少なくとも

８名の職人が参加を表明している。前章でもふれた「工匠会」である。本市の場合、研

修受講者の募集方法としては、こうした自

主研究会設立を基盤とし、研修の主体的な

企画・実施の意思をもつ職人組合と連携し

た職人育成システムの構築が現実的だと考

えられる。 

そこでのカリキュラムは、自主研究会を

基盤とすることや職人組合による主体性を

前提とすれば、受講者の意向を踏まえて講

義と実技研修を組み合せることになる。そ

の際には前章でふれた専門家等との連携が

必要となろう。 

また、受講料については、研修運営に要
 

写真5－3 「工匠会」半纏 
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した経費のすべてを賄う形で

設定することが望ましいが、そ

の場合には、前章で見たように、

一講座について受講者1名当た

り（受講生を 30 名と想定した

場合）3,000～11,000 円程度が

必要となり、これだけの負担を

受講者に求めることは難しい

状況である。不足が想定される

研修運営資金の補填策が課題となろう。 

２ 歴史的建造物の絶対数の少なさを克服する方策 

(1)民間・行政双方における調査・改修・活用を一体的に担う組織づくり 

金沢市や京都市と異なり歴史的建造物の絶対数の少なさを克服するためには、まず、

調査・相談→改修→活用・維持管理の一連の過程を職人育成に活用することが鍵を握る。

それは同時に、それら一連の過程を一体的に担う組織を民間・行政双方に確立し、互い

に緊密に連携する体制を構築することに他ならない。 

本市の場合、本調査の成果を踏まえるならば、そうした組織体制のモデルは、民間の

「コーディネータ」会議と「調査団」、そして本市生涯学習課とが連携した調査体制その

ものに求められる。 

前項で述べた自主研究会や主体的な職人組合を基盤とする職人育成システムを現実に

運営するうえでは、第 2 章で述べた本調査における検討体制が職人育成システムの運営

委員会に移行するのが現実的である【図5－4】。 

この運営委員会が、自主研究会や主体的な職人組合と協議しながら、講義・実技研修

のプログラムを策定・進行管理し、講師派遣や教材提供に対して支援する方向性が考え

られる。 

並行して、本市においては、歴史的建造物に関する調査・相談→改修→活用・維持管

理を一体的に扱う新たな所管の創設が望まれる。この新しい所管は、職人育成システム

の運営委員会に参画するとともに、適切な講師派遣や、先にふれた運営資金面を含む総

合的な支援を講じるべきである。 

なお、現実に本市では、以上の視点を踏まえ、平成26年度において、こうした担当所

管を設置する方向で検討を進めている。 

(2)調査・改修・活用の一体化とその公開による民間需要の掘り起し 

歴史的建造物の絶対数の少なさを克服するためには、次に、相談・調査→改修→活用・
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図5－4 期待される巣億人育成システムの組織・運営体制 
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維持管理の一体化とその成果をたえず公開することによる民間需要の掘起しが欠かせな

い。 

今回の調査でも、建物調査を通じて岡田邸をはじめとする民間所有の歴史的建造物と

そこに潜在する改修・活用のニーズを掘起こす成果が挙がった。それは、調査を介して

民間所有者と丁寧に対話し、その問題意識に寄り添い共有するとともに、歴史的建造物

を適切に評価することで所有者の意識に訴えかけることができたためである。 

さらに今回は、そうした民間所有の歴史的建造物を「車座集会」や「ワークショップ」

の会場としても活用した。 

これにより、調査から一歩進んで所有者と本調査関係者との信頼関係は一層強化され

たものと考えられる。くわえて、所有者や一般市民にも参加を呼びかけた「車座集会」

でも改修・活用のニーズの掘り起しが進んだ。 

このように相談・調査→改修→活用・維持管理を一体化させたり、その成果を公開す

ることには、潜在的な民間需要を喚起する効果があるのである。こうした視点は、特に

「棟梁塾」でも意識的に取り入れられているものであり、今後の本市における職人育成

システムにおいても充分に意識する必要があろう。 

すなわち、職人育成システムの対象を職人に限定せず、研修プログラムを適宜配分す

ることにより、市民や行政職員にも開放することが望まれる。ことに職人育成研修への

行政職人の参加に関しては、「庁内会議」においても、その必要性が議論された。 

(3)職員研修等を通じた歴史的風致に対する行政の意識改革 

歴史的建造物の絶対数の少なさに対しては、最後に、職人育成システムと本市職員の

研修とを組み合わせることにより、伝統工法や職人の営み、さらには歴史的風致に対す

る行政全体の意識を根柢から変えることも求められる。 

今回の調査においても、「金沢職大」がこうした取組みの有効性を裏づけていた。また、

「ワークショップ」や「車座集会」には、「庁内会議」に属する本市の文化財課や都市計

画課の特に若手職員が継続的に参加し、意識啓発の効果を挙げていた。こうした成果を

踏まえ、本市が目指す職人育成システムは、各部局からの参加を仰いだ行政職員研修の

場として位置づける必要がある。 

 

第３節 本調査の成果を踏まえた今後の展開 

本節では、第２節で提示した論点をより具体的なプログラムとして実施する方策を敷

衍する。 

１ 岡田邸を核とした職人育成の「出口戦略」の具現化 

今回の調査では、相談・調査→改修→活用・維持管理の一体化やその職人育成への活
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用、主体的な職人組合による研修の企

画・実施など、さまざまな論点で成果を

挙げたのが岡田邸であった。今後、本市

における職人育成システムを軌道に乗せ

るうえでも岡田邸を核として職人育成の

「出口戦略」を具現化してゆくことが望

まれる。 

具体的には、本調査で岡田邸について

残された課題は以下の各点であり、その

対応が求められている。 

第１に、物件調査が充分に行われてい

ない点である。建物に関する基礎的な調

査は今回行われたが、これについてもさ

らなる詳細調査が必要であり、庭園の基

礎的な調査については手つかずのままに

なっている。岡田邸には文献その他の史

料も残されており、それらの詳細な検討

も期待される。 

第２に、建物や庭園の応急的な改修も充分でない。庭園については「ワークショップ」

で草刈りや庭石の修復などが進められたが、剪定なども早急に求められている。また、

建物については腐朽が進んでおり、応急的な手当てが不可欠である。 

第３に、活用についても、さまざまな可能性が残されている。本調査ではワークショ

ップや車座集会の会場として使用されたが、見学会や各種イベントでの活用も視野に入

れるべきであろう。 

これらを進めるうえで重要なのは、調査や改修の成果をたえず公開し、市民や歴史的

建造物所有者の関心を引き付け、その意識に訴えかける努力を重ねることである。特に、

岡田邸の位置する西海子小路一帯には、「近代和風」が数棟まとまって残されており、周

辺地区に岡田邸での取組みの成果を波及させることが求められる。 

言うならば、岡田邸は、職人育成研修システムを通じた歴史的風致の維持向上を点か

ら面へと広げる拠点＝キャンパスとして位置づけるべきである。同時に、そのキャンパ

スは職人と市民との接点を広げるオープン・キャンパスとして構想することが期待され

る。 

２ 近代和風建築を軸とした歴史的建造物及び歴史的風致の全容解明 

 

 

写真 5－4 整備が進んだ岡田邸の庭園（上は整備前） 
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今回行った「建物調査」では、岡田邸に代表されるように、これまで本市の「歴史的

風致形成建造物」の指定候補にもされていなかった「近代和風」がまだ残されているこ

と、同時に、それらの歴史的建造物が滅失する危険度がきわめて高いことが明らかにな

った。 

この成果を踏まえ、「近代和風」を軸とした歴史的建造物とそれが織り成す歴史的風致

を全容解明する調査が期待される。 

具体的には、金沢市や京都市での町家に関する総合的調査に倣い、固定資産税台帳を

活用し建築基準法制定（昭和25年）以前の建築物をリスト化したうえで、ローリング調

査を早急に始める必要がある。第 2 章で紹介した『神奈川県の近代和風建築』等の成果

も活用すべきであろう。 

調査は緊急を要するため、建築士会や大学等の協力を仰ぎ、ある程度の規模の調査団

を構成すべきである。 

３ 歴史まちづくり推進所管設置による公有物件改修の質の向上 

今回の調査では、公有の「近代和風」の改修をめぐっても、建造物の歴史性や伝統工

法が充分に尊重されない例が明らかになった。 

現状の工事発注制度のもとでは、一定額以上の公共工事は入札となるが、入札資格等

の面から伝統工法に通じた職人や工務店が容易にこれに参入することができず、そうし

た技術を有さない業者が選定される可能性が高いと言える。 

また、公有物件の改修等を担当する所管には、業務上現代工法の需要が圧倒的である

ため伝統工法や木造建築に対応できる技術者がおらず、設計・施工管理とも外部委託に

より対応している。外部委託自体は、公有物件の絶対数の少なさ（本市の場合、対象物

件としては 3 件）や経費節減の面から妥当とも言えるが、最終的な設計書の作成等は担

当所管によって行われるシステムのため、実質的な経費節減につながっていない面のあ

ることも否めない。 

この点「庁内会議」でも、伝統工法に通じた職人らが着実にこれを受注できるような

工事発注制度について議論し、職人育成研修の修了者に特定の資格を与え公有物件の施

工をその保有者に限定して認める方式や、研修組織自体に工事を請け負わせる方式の採

用の具体化について検討を加えた。受注機会における公平性の確保（条件付の入札を避

ける）の観点からすると、前者については資格としての正当性・普遍性等の確立、後者

については研修組織と行政との関わり方、位置づけ等が問題となる。 

また、木造建築や伝統工法に詳しい技術職員の配置に関しては、行政が公有物件はむ

ろん民有物件を視野に入れた対象物件の保全を着実に進めてゆく視点に立てば、当然必

須となるものと考えられる。 
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こうした課題を踏まえ、職人育成研修システムを支援する新たな所管課には、公有の

歴史的建造物の改修を適切に推進する機能が期待される。 

具体的には、公有の歴史的建造物を管理し活用する各所管課が建造物の歴史性や伝統

工法を評価する能力を高めるべく、それら所管課職員の職人育成システムへの派遣や外

部有識者による助言の受入れなどが求められる。この場合の外部有識者は、職人育成研

修システムの運営委員会が代替するのが現実的である。 

総体として、庁内的に歴史的建造物保全の重要さ、対象物件を含む歴史的建造物の保

全は伝統工法によってなされる必要があるという認識が共有されることが、課題解決に

結びついてゆくのである。 

４ 伝統工法による実験的な取組みの公開等による職人の社会的認知・評価の向上 

本調査ではワークショップの一環として、棟梁編ⅱで地場の山林からイベントに活用

する材を古式に則って伐出す公開プログラムを実施した。 

このように歴史的建造物の改修だけでなく伝統工法にかかわるさまざまな実験的取組

みを公開形式で進めることが期待される。 

具体的には、本市では地場産材活用を企図したイベントがこれまでも年間、多数行わ

れており、そうしたイベントに職人育成システムに参加する自主研究会などを主体とし

て成果物を出展することが考えられる。 

さらに公共建築物の新築や改修などの機会に伝統工法を活用するよう提案することも

有望である。 

 

註 

                                                   
１  「ＬＬＰ金沢町家」の活動については、法政大学教授・水野雅男氏へのヒアリング結果（資料 12）

を参照されたい。 
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調査関係団体名簿

1 職人育成研修企画等コーディネータ（50音順）

氏名 所属

1 岩越　松男 水土社代表

2 櫻井　泰行 有限会社タイコー一級建築士事務所代表取締役

3 芹澤　毅 せりざわたけし工務店代表

4 平井　太郎 弘前大学准教授

5 渡辺　剛治 ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団理事
 

氏名 所属 備考

1 池田雅史建築史家

2 川上悠介港区立郷土資料館学芸員

3 島津正道島津正道建築設計室代表

4 鈴木一良ワンアンドワン建設設計室代表

5 平　幸夫ランチデザイン代表

6 田中和幸田中建築研究所代表 監査

7 照井春郎照井春郎+設計室代表

8 羽生修二東海大学教授 団長

9 吉川征二
泰東興業株式会社・一級建築士事務所
邸園（歴史的建造物）保全活用推進員

副団長

2 小田原市数寄屋等建築調査団(50音順）

 

 

 

資料１ 
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職人育成研修企画等コーディネータ定例会 会議録 

 

1 第１回 

日 時 平成 25年７月30日（火） 午後6時～8時 

場 所 小田原市役所文化部会議スペース 

出席者 平井太郎・芹澤毅・渡辺剛治・山口博 

概 要 

1自己紹介 

・本日出席者のほか、櫻井泰行・岩越松男の両氏にもコーディネータを依頼しているこ

とを報告。 

2国土交通省との委託契約の締結について 

・7月 27日付で国土交通省との委託契約が締結されたことを踏まえ、速やかに業務に着

手することを確認した。 

3今後の日程等 

・設定した調査項目のうち、緊急に着手を要する建物調査に関しては、事務局から、東

海大学の羽生修二氏を団長とする「小田原市数寄屋等建築物調査団」に再委託して実

施する予定で準備を進めていることを報告した。その際、羽生氏らとの調整は事務局

で進めることを確認したが、調査成果を効率的に活用するため、調査には可能な範囲

でコーディネータも加わることにした。 

・調査の基幹となるワークショップに関しては、市民への周知の意味を含め早めに初回

を実施することとし、会場としては内野邸、内容は棟梁編とする方向で調整すること

とした。 

・事業の周知については、可能な限り市の広報誌を活用することとした（締切りが早い

ので早めに内容を固める必要があることを確認）。また定例記者会見での記者発表を検

討することとした。 

・今後、月 1 回程度のペースで定例会を開催し業務推進に必要な事項を協議することを

確認。日程に関しては、適宜事務局がメール等で調整し設定することとした。 

 

2 第 2回 

日 時 平成 25年 8月 18日（日） 午後２時～5時 

場 所 清閑亭広間 

出席者 平井太郎・芹澤毅・岩越松男・山口博 

概 要 

1建物調査の実施状況 

8月 18日の時点で、東海大学の羽生修二教授を団長とする「小田原市数寄屋等建築調

査団」により、以下の物件の調査が終了した旨の報告を行った。 

・8月 9日：白秋童謡館（南町） 

資料2 
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・8月 10日：佐藤邸（本町） 

・8月 11日・18日：岡田邸・同茶室(南町) 

・8月 17日：諸戸邸（国府津） 

・8月 18日：清閑亭（南町） 

2技術伝承地等調査の実施計画 

(1)京町家作事組 

・8月後半から9月前半の「棟梁塾」の開催日に訪問することとした。 

・平井・芹澤が調査を担当することとした。 

・京都訪問の前後に、諸戸邸の建築に関わった職人本拠地である三重県桑名市にも調査

に向かうことを検討するとした。 

(2)金沢職人大学校 

・9月 6日～8日を調査日程の第一候補とし、6日を金沢市役所でのヒアリング、7・8日

を金沢職人大学校での実技見学にあてることとした。 

・芹澤・山口が調査を担当することとした。 

(3)信州職人学校 

・京町家作事組・金沢職人大学校の調査日程を勘案しながら、8月後半に調査実施の依頼

をすることとした。 

3ワークショップ（職人学校講座）の実施企画 

(1)第 1回棟梁編 

・当日の会場は天候に関わらず、内野邸の穀蔵を使用することとした。 

(2)第 2回左官編 

・左官の原理を説明するガイダンス的な講座を実施することとした。 

・壁塗り作業工程の説明に使用するサンプル模型を作成することとした。 

・「近代の土壁」を講座の仮題とした。 

(3)第 3回建具編 

・建物調査を実施した国府津の諸戸邸を会場の候補に追加した。諸戸邸で実施の場合は、

開催日を10月 19日（土）に変更することとした。 

・「建具屋のつぶやき」を鈴木氏の講座の仮題とした。 

4その他 

・8月 26日の定例記者会見については芹澤・山口が対応することとした。 

・講座受講者の招致を引き続き実施することとした。 

・第2回と第3回の受講者募集は９月15日発行の広報で実施することとした。 

 

3 第 3回 

日 時 9月 10日（火） 午時6～9時 

場 所 小田原市役所文化部会議スペース 

出席者 平井太郎・芹澤毅・岩越松男・渡辺剛治・山口博・坂井飛鳥 

概 要 

１建物調査の成果 
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・建物調査について調査概報等を用いて報告した。 

・調査先であった諸戸邸を第 3 回ワークショップの会場とし、その他の調査物件につい

ても可能であれば利用する予定である事を報告した。 

2技術伝承地等調査について 

・9月 6日・7日に実施した、金沢市役所と金沢職人大学校の調査について、担当者から

報告があった。 

・信州職人学校の調査については、民設形態での活動状況、修了者の証明が仕事上でど

う活用されているかについて、重点的に尋ねることとした。 

3ワークショップについて 

(1)第 2回左官編 

・告知チラシを20～30部ほど、県の左官業組合の会合に配ることとした。 

・講師の長田氏のほか2名が実技の指導に当たることから、1人が3～4名の参加者につ

くと想定し、実技参加者の職人を 10 名と設定した。10 名以上の応募があった場合は

先着の方を優先し、それ以外の方は見学に回ってもらうこととした。 

・総参加者は関係者を含めて35名前後と想定した。 

・実技の会場は南側の庭とし、雨天の場合は蔵を使うこととした 

・実技参加者にはこて板・半焼き七寸こて・ちり箒・小とんを持参してもらうこととし

た。長田氏も、道具を持っていない人のために何点か用意する。 

・長田氏が900×700の竹木舞と木摺りの2種類の下地パネルのほか、実技に用いる練っ

た壁材、混ぜ合わせる前段階の材料を用意し、当日8時に搬入することとした。 

・当日の担当コーディネータである岩越が当日までに清閑亭の壁の一部から壁材の分離

サンプルを採取しておくこととした。 

・用意した下地パネル等は、清閑亭で保存することとした。 

(2)第 3回建具編 

・告知の広報において、諸戸邸まで徒歩でかかる時間を明記するとともに、立地の関係

から昼食を持参する必要があること、駐車場が無いことを強調することとした。 

・講師の鈴木氏の講座は基礎的な内容を中心とし、実演については建具の解説、不具合

の原因説明などを行うこととした。 

・開催までに、岩越・鈴木・松本3氏による諸戸邸下見の機会を設けることとした。 

4その他 

・地元組合等へのヒアリング調査については、技術者への聞き取りとともに、組合が職

人学校の生徒供給源となるかを探るため、11月から12月に実施することとした。 

 

4 第 4回 

日 時 平成25年 10月 13日（日） 午後6時～10時 

場 所 小田原市役所文化部会議スペース 

出席者 平井太郎・芹澤毅・岩越松男・渡辺剛治・山口博・坂井飛鳥 

概 要 

１ワークショップの実施計画 
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(1)第 3回建具編 

・現時点での応募者数は12人で、青年層から中年層が多く、常連の参加者もできつつあ

る状況であるとの報告があった。 

・桑名市の太一丸諸戸邸の改修に関わっている文化財建造物保存技術協会の坂井氏が当

日来訪予定のため、この機会を利用して建物比較等のヒアリングを行うこととした。

実施時間については、坂井氏の滞在時間に合わせて適宜行うこととした。 

・搬入物品の一部は前回に引き続き清閑亭から借用することとした。邸内のトイレの利

用許可が出たため、トイレ用洗剤等の清掃道具を用意することした。ほうき・はたき

等その他清掃用具についても関係者で用意することとし、前日までに市役所内に運び

込むこととした。当日の搬入は、講師の鈴木氏が運転するワゴンを利用し、鈴木氏と

事務局で8時ごろに搬送を始める予定とした。 

(2)第 4回大工編 

・参加者に対し、11 月 16 日に市民会館にて開催予定の、宮大工小川三夫氏の講演案内

を送ることとした。また、この機会にあわせて、職人学校の取り組みについて小川氏

の意見を聞く場を設けたいとの意見が出た。小川氏の現場見学については、現在の事

業がより進展してからのほうがよいとの意見が出た。 

・講義前に実施する呈茶については、生涯学習課課長より依頼する予定である旨の説明

があった。 

・案内は 10 月 15 日号の広報に掲載予定であり、案内チラシは渡辺が 1,000 枚を手配し

ているとの報告があった。 

・定員は 20 名としているが、講師の芹澤からは実技参加者は 10 人ほどが適当であると

の意見があった。 

(3)岡田邸における造園編実施計画 

・10 月 21 日の第１回事前講座については、ワークショップ実施のための環境づくりで

あり、参加者は清閑亭関係者、清閑亭主催のワークショップ参加経験者などを中心に

募集することとした。 

・作業で出た草やごみの処理については講師の長崎氏にお願いすることとし、早い段階

で謝礼の支払われる市の仕事であることを伝えることとした。 

・第 1 回事前講座以降の実施日程については現時点で未定であり、渡辺から日程案を講

師の長崎氏に提示し、同氏の都合のよい日に実施することとした。また長崎氏から提

案のあった庭師を対象とする講座の実施については、寒さの増す12月を避けて開催し

たほうがよいとの意見が出た。 

2技術伝承地等調査の実施状況 

・10 月 20 日に予定されている京町家作事組へのヒアリング調査については、平井・芹

澤の2名と、事務局から1名が対応することとした。 

3国土交通省第2回進捗報告 

・説明資料の「ワークショップにおける職人と一般市民らとの交流等の拡大・深化」に

ついて、建物調査の成果を踏まえ、職人学校講座における岡田邸活用の筋道がつき、

同邸内での造園編の連続講座の開催が歴史的風致の向上につながるといった、新たな

展開が起こりつつあることを説明したほうがよいとの意見が出た。また、第１回ワー
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クショップにおけるハツリ体験などにより、「木取り」という建築の前段階への視点が

生まれるといったテーマの発展についても説明すべきとの意見が出た。 

・説明資料の「車座集会の効果的な実施」に関し、当面開催 1 回目は参加者全体で今年

度の成果―改修や交流の実現―を共有する場とすること、開催 2 回目においては金沢

市から山出前市長らを招待して討論―実質的には先進地から小田原市の現状に対し厳

正な評価を下してもらう―を行うこと、最終 3 回目において来年度以降の計画を定め

ることを、各回の大まかな目標とした。また、職人学校の具体的な目標や課題設定が

現時点で具体化されていないことが問題として指摘され、これについては、11月 9日

の中間指導（当初この日での実施が検討されていた）までに決定することとし、車座

集会に関する企画内容については、次回の定例会までに平井が具体案を作成すること

とした。 

4その他 

・第 2 回のワークショップについては、講義・実技にあわせて、清閑亭の壁を見学し、

現在に至るまでの修繕の推移を、好まざる修復結果が生じてしまったこともあわせて

知る機会を設けるとともに、傷んだ箇所をいかにして修理するかを考える場とすれば

良かったとの反省点が出た。また、職人同士による改修の方法の議論について、一般

の方が聞くことができる機会があればいいのではないかとの意見が出た。一方で、こ

の改修の議論の場の設定については、職人よって改修の方法が違う、あるいは自身の

技法を公にしたくないなどの理由で、困難であるとの指摘もなされた。さらに第 2 回

までの参加者において、議論ができるほどの力を持っている人はいないとの見立てが

され、参加者のレベルに合わせた講義が必要であり、かつ技量を身につけるには失敗

の経験や、場数を踏むことがどうしても必要となるとの意見が出された。 

・教えながら改修を実施することの困難さと、施主・施工者との関係が改修に影響を与

えることも再確認された。また、歴史的建造物においては、壁の塗りなおしは修復で

はなく、もともとの壁の工法を遵守して、欠けた部分を接ぐようなことこそ修復に当

たるものであり、講師を務めた長田氏でもそのような経験はないこと、ゆえに長田氏

自身が人脈を利用して自分が学びたい経験・技術を有する人を引っ張ってきてもらう

ことも、今後の左官講座の一形態として考えられるとの意見が出た。 

・行政の定める既存の予算の枠組みが改修の支障となっている点が指摘され、行政内部

で予算の整理が行われる必要があるとの指摘があった。 

・職人学校の母体となる部署を行政内部に新設し、文化財の修繕や職人学校の運営を一

括して管理する必要が改めて指摘された。車座集会は部署新設の提言のチャンスの場

であるが、提言するには、そのためには市会議員や市職員への事業周知といった入念

な用意をしておかなければならないとの意見が出た。 

・芹澤が依頼を受けた公有物件の修復工事に職人学校の受講生が携わり、職人学校の講

座の一環として活用することが妥当かどうかについて議論が交わされた。具体的には

修繕箇所の責任を芹澤が負う形で受講者の工事参加を実施することが案としてあげら

れたが、後々において、個人に頼ることのない制度として確立できるかが課題として

挙げられた。また第 4 回ワークショップでは、芹澤が工事に取りかかる前に、参加す

る職人に対する講座を行うが、このような講座を文化財改修時に必ず実施することが
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案として挙げられた。 

・職人では手が回らない木舞の材料調達・作成協力などにボランティアが参加すること

で、費用の削減や、一般人の参加とそれを通した職人の仕事の再評価につながるとい

う意見も出されたが、ボランティアが「仕事」にかかわることについては、外部の視

点では職人とボランティアの区別が不明瞭となることや、職人でない人間が文化財修

復にかかわることの妥当性、職人の仕事の価値に与える影響などが問題視された。 

・「削ろう会」主催の伐採イベント（11月 30日）を番外編のワークショップとして位置

づけできるかどうかが議論され、協賛の形で職人学校の名前を入れることができるか、

また、来年度の「削ろう会」の開催において、職人学校ブース設置等の事業参加が可

能かどうか、10月 22日の「削ろう会」会議において議題とすることとなった。また、

今までの参加者や関係者に対し、伐採イベントの告知を行うこととしたが、イベント

当日においては、職人学校の来年度以降の活動に関する告知を行うこととし、今後に

おいて建造物に修復の必要が出た場合、そのタイミングに合わせて講座の開催を呼び

かける形態をとってもよいのではないか、講座については柔軟性を持ちつつも、常に

「根本」を重視するべきとの意見が出た。 

 

5 第 5回 

日 時 平成 25年 10月 26日（土） 午後6時～9時 

場 所 小田原市役所文化部会議スペース 

出席者 平井太郎・芹澤毅・岩越松男・山口博・坂井飛鳥 

概 要 

1今後の取組みの方向性について 

・これまでの技術伝承地等調査を踏まえ、行政では金沢の事例を参考に担当部局の設置

を、職人学校では京都の事例を参考に自らが調査～改修の事業主体となれるような組

織を目指すべきとの提案があった。 

・小田原では金銭面の問題から改修の需要が弱く、それゆえに補助制度の制定や改修が

必要な物件・新築要望などの需要の掘り起しが必要であること、過去の町並み（大工

町など）を再現するために職人の投入が必要であることが指摘された。また、岐阜県

中津川市における、住民の要望する小規模物件を大学生の卒業制作として木の切り出

しから作りあげる「木匠塾」のとりくみが参考例として提示され、同地への事例調査

が検討された。これら提案内容は次年度以降に活用・実施を検討することとした。 

・守るべき対象の定義とその件数に加え、それらがどの程度の改修を必要としているか

も調査の対象とすることとし、農家建築の対象化や市外県外へのフィールドの拡張と

いった領域拡大の可能性も考慮して、全体のスケール感を策定する必要があるとの指

摘があった。また、行政が職人学校に関与する理由付けとして、グローバル化に対し、

地域風致の維持手段の一端として固有の技術を継承していくことが必要であること、

そしてその担い手である職人数の減少状況を示す必要があることが指摘された。職人

数をはじめ、改修レベルといった数値目標の設定も検討すべきとの指摘があった。ま

たすでに動き始めている改修事業と職人学校との連携のために、庁内各所管との連携



- 66 - 

 

を模索することが必要であることを確認した。 

・ヘリテージマネージャーを受講生として取り込めるかどうかが検討され、取り掛かり

として、有資格者に対して車座集会等への案内の送付が可能かどうかを県の担当者に

尋ねることとした。実施が可能であれば、各種建物の見学が可能であることをアピー

ルポイントとすることとした。 

2車座集会の実施について 

・所有者中心の第1回について、開催時期は12月～1月と仮定し、東海大学の羽生教授

による調査報告を実施することとした。参加者については建物調査物件の所有者・関

係者などの候補があがり、調査対象以外の歴史的建造物の所有者を含め対象者の絞込

みを行うこととした。 

・職人中心の第 2 回については、開催時期は 1 月～2 月初めと仮定し、職人の生の声を

聞くことを目的として、京町家作事組の荒木棟梁と末川氏に参加を依頼するとともに、

これまでの職人学校講座で講師を務めた長田氏や鈴木氏、および各回受講者に参加案

内を送ることとした。 

・第 3 回の金沢・小田原双方の代表者による対談については、金沢市より金沢職人大学

校の永井氏・山出前市長を招待する方向で検討するとともに、小田原市長・小田原市

議会の議員を場に招くこととした。 

・各回の開催場所としては、岡田邸・佐藤邸・諸戸邸を候補とし、対象となる人々と建

物のキャパシティを考慮して選定することとした。 

３職人組合等へのヒアリングについて 

・各職種組合へのヒアリングにおいて、職人学校への協力の有無と程度（金沢のように

講師として依頼できる人物の有無など）について聞き取りを行うとともに、ニーズ調

査（若い組合員を教育の一環として職人学校に参加させる意思の有無・カリキュラム

内容・参加費の設定など）と組合数の経年変化のデータ提供（職人学校の必要性を裏

付ける情報として利用）を依頼することとした。 

・大工については小田原大工職組合の組合長古田土氏、左官については小田原左官業組

合の組合長三上氏にお願いすることとした。建具は県の建具協同組合小田原支部の代

表が不在のため、建具編の講師を務めた鈴木氏などを通してヒアリング先を当たるこ

ととした。畳については、県の畳工業組合小田原支部の支部長で南足柄市の内田氏を

第一候補とすることとした。造園については、小田原庭園業組合の組合長小長谷氏に

依頼することとした。この他、板金に関し、小田原板金工業組合の組合長遠山氏に依

頼することとした。 

・学識者へもヒアリングを実施することとし、従来から小田原職人学校構想に関わって

いる東海大学の杉本教授と、民間で金沢職人大学校の修了生の活用に取組んでいる法

政大学の水野教授へは平井が、歴史的建造物の耐震化に詳しい金沢工業大学の後藤教

授へは岩越が依頼することとなった。このほかに、県庁において、ヘリテージマネー

ジャー制度を推進した池田誠之氏に対し、同制度の今後などについてのヒアリングも

検討することとした。 

4その他（中間指導・第3回進捗報告の日程など） 

・中間指導は12月中旬の土曜・日曜に実施する方向で調整することとし、岡田邸・佐藤
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邸・諸戸邸を建物見学の候補地とした。 

・第3回進捗報告は、11月下旬の25～28日の間で実施する方向で調整することとした。 

・ワークショップ造園編に関しては、県の造園業協会にも実施について相談することと

した。 

・明日実施の第 3 回建具編において、芹澤が職人学校立ち上げの理由について、平井が

職人学校の意義について説明する時間を設けることとした。 

 

6 第 6回 

日 時 平成 25年 11月 9日（土） 午後4時～5時 

場 所 松永記念館本館2階 

出席者 平井太郎・芹澤毅・岩越松男・山口博・坂井飛鳥 

概 要 

１第1回車座集会について 

・一般への周知については、市の広報への掲載が時間的に不可能なため、渡辺が担当し

ているチラシを利用することとした。開催場所については、参加者を20名程度と想定

し、佐藤邸か清閑亭・松永記念館とする方向で調整することとした。 

・基調講演の講師として建物調査メンバーから羽生教授・吉川氏・田中氏を招くことと

し、羽生教授に日程の余裕がない場合は、氏の弟子筋の人物に依頼することとした。 

・建物調査物件の所有者のほか板橋まちなみファクトリー・小田原まちづくり応援団、

文化財課・図書館などの市役所職員に参加を求めることとした。 

・当初は参加費を徴収する予定で資料代５００円程度の徴収を考えたが、検討の結果無

料とすることとした。 

・清閑亭で実施の場合、飲料の提供については、小田原まちづくり応援団に依頼するこ

ととした。当日の進行については平井が担当することとなった。 

・第 2 回日程は、京町家作事組に対し１月中の複数の候補日程（土日）を提示し、その

中から都合の良い日を指定してもらうこととした。第 3 回日程については、2 月中旬

で都合の良い日程（可能な限り休日）を金沢市側から提示してもらうこととした。 

2第 3回進捗報告（11/28）・中間指導（12/15）への対応について 

・芹澤・山口を第3回の進捗報告出席者とすることとした。 

・中間指導については、同じ日程でワークショップの開催が要望されていたが、これと

建物視察（岡田邸・佐藤邸・諸戸邸）及び中間指導の開催と平行して行うのは困難で

あるため、ワークショップに合わせての実施は見送ってもらう方向で調整することと

した。 

3職人組合等へのヒアリングについて 

・小田原左官業組合へのヒアリング結果について、今後の講座・調査における協力が可

能である旨等が報告された。次回予定として 11 月 17 日に県畳工業協同組合小田原支

部に実施する旨報告があった。 

・小田原大工職組合については古田土氏、小田原庭園業組合については小長谷氏と日程

等調整中である旨報告があった。 
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・建具については、継続して鈴木氏に人選を依頼している旨報告があった。 

・学識者へのヒアリングについては、本定例会終了後に杉本洋文東海大学教授へ行うこ

とを確認した。また、水野雅男法政大学教授へのヒアリングを 11 月 25 日に実施する

こととした。後藤正美金沢工業大学教授へのヒアリングは、改めて岩越が調整するこ

とを確認した。この他後藤治工学院大学教授へのヒアリングを中間指導終了後に実施

することを検討し、成果報告会の少し前を仮の日程とした。 

・上記以外に、市議会議員へのヒアリングの実施や職人学校支持への働きかけを検討す

ることとした。 

・県のヘリテージマネージャー制度制定に関わった池田誠之氏へのヒアリングを検討す

するに当たり、同氏を通じて鎌倉における「職人学校」の動向など、今後の県の施策

に関する情報を得ることとした。 

４その他（小田原市長への経過報告・造園編の実施計画） 

・ワークショップ造園編の実施日程については、12月が繁忙期にあたるため造園組合員

への参加呼びかけが不調と予想されたため、これを翌年 1 月以降に延期して、第 1 回

車座集会を前倒しで実施することとした。 

・庁内組織の整備について動き出しが必要であることを確認した。職人学校については

緊急改修と人材育成の二つを中心にすえることとした。 

・職人学校組織が公共工事等の施工主体となる場面が出てくることも想定し、「職人学校」

以外の名称を検討することとした。その際に報徳運動などの地域史の要素を援用でき

るかどうかが検討された。 

・今までの講座参加者のうち、積極的に参加してくれる方々に対し、次年度以降の協力

を依頼することとした。 

 

7 第 7回 

日 時 平成 25年 12月 14日（土） 午後5時～8時 

場 所 小田原市役所文化部会議スペース 

出席者 平井太郎・芹澤毅・岩越松男・山口博・坂井飛鳥 

概 要 

1中間指導への対応について 

・説明に30分を使い、残りの1時間を意見交換の場にすることとし、実施内容について

は山口が、要点の集約については平井が担当することとした。今年度のまとめに加え、

来年度以降の方向性を提示し、それについて後藤教授からアイデアを伺うこととした。 

・京都・金沢よりも規模の小さい地域における歴史的建造物の保存活用の有効策を「小

田原モデル」として提示し、「民間と行政の協同」、「育成・改修・活用の三位一体」を

後藤教授に推す内容とした。 

・所有者や職人などの人材発掘を引き続きの課題とし、今年度の受講者のうち参加頻度

の高かった人に対して、修了書の代わりとして半纏を授与する計画を立て、授与者が

岡田邸等の改修に主体的にかかわるというモデルを提示することとした。また、銅門

再建後に結成されたが休眠状態であった「小田原工匠会」の名前を襟に入れ込むこと
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とした。 

2市長との進捗報告会議について 

・市役所内において、部署にとらわれない形での協力者を募り、それを市長が後押しす

るように要請することとした。 

・いままでの改修事業における問題点をその場で明示することした。 

3来年度以降の計画について 

・職人学校の活動拡大については、足元である小田原での活動を固めてからの展開とし、

具体的な活動案として大工町のリノベーションが話題にあがった。 

・上記を受け、活用の分野に関しては、設計士が計画内部に必要だとの意見があがり、

交流のある関係者らの名前が挙げられた。 

・計画において、行政と民間に線引きが出てくる部分が出てくるであろうが、双方が歩

み寄りをできる余地を用意する必要があるとの指摘があった。 

・歴史的建造物の保存活用に知識のない市役所の職員が、これに関わることが問題とし

て指摘され、施工者の位置づけの明確化や歴史的風致形成建造物等に関与する職員の

制限、それらの前段階として、改めて担当所轄の設置が必要であるとの意見が出た。

また、これらの実現のために実績を積み上げていく必要があることが確認された。 

・公有物件の改修等における職人学校修了生の優遇措置と、職人学校設立の動きは別物

であるとの考えが示され、後者については職員増に対する批判の可能性があること、

設置の必要性時自体は周知されている状況が指摘された。 

・民間の活用団体として、現在のコーディネータ会議を「ＬＬＰ金澤町家」に習い独立

行政法人等に発展させる形とする、もしくは地元の職人組合を利用するという案が示

された。後者については、仕事に関わる以上事業所の形態を取る必要があるため、全

組合が一貫した活動を行うは難しいとの指摘があり、連携が可能である仕事・不可能

である仕事を含めた全体の枠組みを整理する必要があるとの意見が出た。 

・職人学校が公設の形をとることで公有物件の仕事請負が可能となり、それが民間へも

波及していく可能性が指摘された。 

4車座集会について 

・所有者・市議会議員の出席状況について報告があった。また、市会議員の参加を促す

ため、議会の開会中に車座集会の案内をポスティングすることとした。 

・詳細未定の第 3 回については、開催地を諸戸邸と仮定したが、立地の関係から変更も

検討することとした。 

・同じく第3回日程については2月 2日もしくは9日を優先候補、23日を予備候補とし

て金沢職人大学校に提示し、回答を得ることとした。 

 

8 第 8回 

日 時 平成 26年 1月 26日(日) 午後 5時～6時 

場 所 清閑亭広間 

参加者 平井太郎・山口博・坂井飛鳥 

概 要 
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１ｗ－クショップ造園編について  

・造園編の講師の藤井教授より、何を行うにせよ測量を実施する必要があり、かつ未詳

のものを排除する必要があるとの指摘があった。 

・小田原市数寄屋等建築調査団の当初の予定において、岡田邸の庭部分は対象に含まれ

ておらず、きちんとした調査を行う前に段取りになかったワークショップを実施した

ことは問題であった、との意見が出た。 

・作業において、座敷付近の灯篭付近にあった石を石橋として設置したこと、水鉢の水

平化を行ったことなど、「構造物を移動させてはいけない」という前提に引っかかる行

為が多く見られたとの指摘があった。水鉢に関しては、植物の根を除去するのがあの

場で求められた手段であり、結果的には楓の根を除却する形になっていたとの報告が

あった。 

・丸太門や竹垣は、実施された調査結果を踏まえたうえでの「復元」とは到底言いがた

いものであるため、今回は「修復可能な状態」としてワークショップにおいて作成し

たものと考え、いずれ正確な復元物を設置することとした。この結果を受け、コーデ

ィネータと組合との間、およびコーディネータ間での連絡不足が反省材料としてあげ

られた。 

・今回のように組合の自主性に依託してしまうと、調査研究が不足してしまうことが指

摘された。調査研究に関しては造園学会のような学術団体との連携で解消されるので

はないかとの意見が上がったが、その一方で、組合が学術団体の研究内容に追随でき

るか疑問であるとの意見も出された。 

・組合員は、積極的に質問を行うなど講座に対し熱心な態度で参加していたので、組合

員自らが研修によって適正な調査を行えるようになるのが望ましいとの意見が出た。

一方で、調査のための研修を実施するとして、組合員が実際に研修を受ける時間的な

余裕等があるか不安であるとの意見も出た。また、研修を実施せずに実際の物件を手

がけるのは難しいとの意見が出された。 

・今回のように、実際の物件を教材として作業を行うことは合理的であるが、そこに求

めるレベルはかなり高くなければならないとの意見が出た。 

2成果報告会への対応について 

・3月 5日の開催が決まった成果報告会の説明資料については、事務局が原案を作成し、

平井がパワーポイントを作成することにした。 

・次回の進捗報告までにそのストーリー編成を固めることにした。 

 

9 第 9回 

日 時 平成 26年 2月 22日(土) 午後 5時～6時 

場 所 清閑亭広間 

参加者 平井太郎・芹沢毅・山口博・坂井飛鳥 

概 要 

１成果報告会資料について 

2 月 3 日の進捗報告の際に指摘を受けた点を勘案してストーリー構成を修正したが、
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その後、2月 17日に工学院大学の後藤先生を訪問してチェックをお願いしたところ、何

点かの指摘を受けたので、これを加味して作成した最終構成について検討した。 

・金沢職人大学校による修了者の活用について、名目的には行っていないということだ

が、実質的は行っているとの話があったので、この点に沿って資料を訂正する必要が

ある。 

・職人組合との連携に関連し、職人の勉強会のような組合とは別の組織ができ、伝統工

法について研修したいということであれば、それに合った研修を企画し実施するとい

う形もある。「工匠会」等はそのような位置づけになる。 

２成果報告書の作成について 

成果報告書については、3月 10日までに作成し提出する必要がある。 

・原稿は、平井と事務局とで分担して作成することにした。 

・平井氏を除くコーディネータの意見については、すでに調査に関する枢要なテーマに

関してレポートを提出してもらっているので、これを参照する。 
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名     称 旧邸主 所在

1 今井邸 榎本武揚 南町

2 内野邸 ― 板橋

3 拝郷邸 ― 本町

4 岡田邸（母屋・茶室） 松本剛吉 南町

5 川嶋邸（滄浪閣） 伊藤博文 本町

6 川瀬邸（東京より移築） 嵯峨公勝 板橋

7 共寿亭 大倉喜八郎 板橋

8 国府津館 ― 国府津

9 小林邸 横河民輔 南町

10 佐藤邸 ― 本町

11 佐藤邸 大隈重信・高田早苗 前川

12 澤田邸 大田黒重五郎 南町

13 新三善寮 森有礼 南町

14 清閑亭 黒田長成 南町

15 高橋邸 井野次郎 南町

16 葉雨庵 松永耳庵 板橋

17 白秋童謡館 田中光顕 板橋

18 富士ハウジングデザイン小田原寮 安広伴一郎 南町

19 望月邸（静山荘） 望月軍四郎 南町

20 諸戸邸 諸戸精太 国府津

21 八幡邸 大島義昌 城山

22 老欅荘 松永耳庵 板橋

建物調査候補物件

 

 

資料3 
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建物調査仕様書 

 

平成 25年度 歴史的風致維持向上推進等調査 

市内数寄屋等建築調査業務委託 仕様書 

 

1 概 要 

小田原市内に遺存する歴史的建造物のうち、小田原市が指定する近代和風建築につい

て、次の内容の調査を実施し、その結果を報告書としてとりまとめる。 

 

2 調査物件数 

 4件～6件（個人所有物件を含む。委託者が選定し調査実施の承諾を得る） 

 

3 調査項目 

(1) 要修理箇所の確認 

(2) 建築年代、改築・増築の有無とその時期等の推定、由緒及び所有者の変遷状況の把握 

(3) 施工上の特色の把握、施工者（集団）等の推定 

(4) 用材、産地等の推定 

(5) 今後の維持管理、修復等に関する所有者や関係者の意向の確認、把握（今後の「職人

学校」関係者による修復の実施や、建物の実習教材としての提供の可能性等を含む） 

(6) 図面の作成（平面図） 

作成図面のCADデータは、オートCADおよびJWXCAD相互で開けるもの、並びにPDFデ

ータを合せて提出すること。 

このうち、(2)(3)(4)については、関係者・所有者への聞取り、関連資料の捜索等の手

法も駆使して可能なかぎり特定を進める。特定が困難な場合は、報告書にその旨を明記

する。 

 

４ 成果品 

3に記載の調査項目について、調査結果をまとめたものとする。要修理箇所、特色ある

工法や用材、その他注意を要する部分等については写真を添付すること。 

仕様はＡ４版横書とし、表紙に調査物件の名称を明記する。写真については、報告書

に添付するとともに、報告書文字データと合せ電子データを提出すること（ＣＤ－Ｒ）。 

成果品は逐次提出するものとし、最終的な納期限は 11 月 30 日とする。また正規報告書

の提出に先立って契約締結後一ヶ月以内に概報版を作成し提出すること。 

資料４ 

 




